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高大接続の観点により、多様な選抜について以下の通り設定し、公正かつ適正に実

施している。まず、入試選考基準（評価基準の評価割合）についてはそれぞれの入試

ごとに設定し、「学校推薦型入試」ではこれらの評価に本人の学習歴、活動歴を加え

て評価を行っている。令和 4 年度には受験者が自身の学習歴、活動歴に合った選抜方

法をより選びやすくするため、「総合型選抜」を「セミナー参加入試」および「面接

評価入試」に分け、「一般選抜」の学力テストで新たに国語を選択可能とすることに

ついて検討した。熟議の結果、以上 2 点の変更を決定した。  
授業料、その他入学に必要な経費については、授業料等納付金としてその他諸経費

も含め「学生募集要項」で明示している。

そして事務職員により入試課を、また事務職員と教員とで入試運営委員会を組織

し、令和 2 年度からは入試運営委員会の委員を増員した。さらに令和 4 年度には機能

強化の為、入試運営委員会と広報委員会を「入試広報委員会」に再編し、受験志望者

や保護者からの受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。令和 3 年度に実

施運営マニュアルを作成し、入試運営の改善を図りながら精度をさらに高め公正で適

正な選抜を実施してきたところであるが、さらに令和 4 年度に実施運営マニュアルの

増補および評価基準の明確化を進め、より一層の改善を期した。  
令和 5 年度も入学者選抜の計画と実施に関わる意見や、学生募集に関わる意見や要

望等を、高等学校を訪問して、進路指導担当の先生方から聴取してきた((備備付付--2211））。ま

た、毎年行っている全教員による高校訪問、担当職員が高等学校を訪問しての説明

会、高等学校からの要請による模擬授業や職業説明会など、複数の多くの機会に高校

生や高等学校等の関係者から意見聴取を行ってきた。聴取した意見から、本学の入試

制度の分かりづらさが浮き彫りになったため、上述の見直しにつながった経緯があ

る。令和 5 年度はコロナ 5 類移行となったものの学校によっては訪問を敬遠された

が、出来る範囲での取り組みとして教員による高校訪問は従来通り実施した。その中

で、高等学校関係者から聴取した情報は「アクセスオンライン」上にデータとして蓄

積している。 
また、新型コロナ感染症の状況下においても本学の系列高等学校と定期的に意見交

換の場を設けている((備備付付--2222))ほか、同敷地内に隣り合う関係を生かし普段から高大連

携に努めている。今後も引き続き高等学校関係者の意見も聴取して、入学者受入れの

方針の定期的な点検を継続して行う。  
 
［区分 基準Ⅱ-A-6 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学習成果に具体性がある。 
（2） 学習成果は一定期間内で獲得可能である。 
（3） 学習成果は測定可能である。 

＜区分 基準Ⅱ-A-6 の現状＞
本学は、短期大学としての「教育目標」を、建学の精神に基づき「品格、一般教養
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および専門の学術技能を身につけ、地域社会で積極的に活躍できる生きた力を育む」

と定めている。すなわち短期大学としての学習成果は、「品格」「一般教養および専門

の学術技能」「地域社会で積極的に活躍できる生きた力」であり、具体性がある。

各学科の専門教育を通して得られる学習成果は以下の通りであり、具体性がある。

 
◆ 保育学科 学修成果

①保育や幼児教育、福祉に関する成り立ちや制度、理念について理解している。

②保育および幼児教育における的確な実践力、判断力、表現力を身につけている。

③表現活動や遊びに関する技能を身につけ、子どもの情操を育む指導方法を習得して

いる。

④社会的課題解決のために、多様な人々と主体的に協働する態度およびコミュニケー

ション力を身につけている。

⑤保育者、教育者の自覚を持ち、知識・教養を深め人間的成長や向上に努める態度を身

につけている。

◆ 保育学科 学修成果（令和 7 年度入学生より適用）
①保育や幼児教育、福祉に関する成り立ちや制度、理念等の知識を習得している。

②保育および幼児教育における思考力、判断力、表現力を身につけ的確な実践力を備

えている。

③表現活動や遊びに関する技能を身につけ、子どもの情操を育む指導方法を習得して

いる。

④社会的課題解決のために、多様な人々と主体的に協働する態度およびコミュニケー

ション力を身につけている。

⑤保育者、教育者の自覚を持ち、知識・教養を深め人間的成長や向上に努める態度を身

につけている。

◆ ライフデザイン総合学科 学修成果

①社会で必要となる基礎的な知識や教養、礼儀を身につけている。

②各エリアの専門的な学びを通して、社会で活躍できる知識・技能を身につけている。

③各エリアの専門的な学びを通して、社会において自ら課題を発見し解決に取り組み

成果を表現するための思考力・判断力・表現力を身につけている。

④各エリアの専門的な学びを通して、社会において他者を認め、積極的にコミュニケ

ーションを図り連携するための主体性・多様性・協働性を身につけている。

⑤生涯を通じて向上心と探究心を持ち、自己のライフデザイン（人生設計）を描き続け

る能力を身につけている。

 
学習成果の獲得は、2 年間での「卒業率」((備備付付--2299))の高さからも一定期間での獲得が

可能であると考えられる。  
学習成果の測定は、以下の方法により可能である。保育学科の学習成果の測定は、従

来、「授業科目における単位認定」((備備付付--3300))を中心としながら「実習先からの実習評価」
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((備備付付--3311))、「教職課程履修カルテ」((備備付付--3322))、「授業評価アンケート（令和２年度はオ
ンライン授業評価アンケート）」((備備付付--3333))として実施、「授業についての満足度調査」
((備備付付--3344))、「保育士資格および幼稚園教諭二種免許状の取得状況」((備備付付--3355))、「資格・
免許を活かした就業率」等で行っている。また、学習成果の学外への公開の一環として

「夏の保育祭」「秋の保育祭」がある。保護者、幼稚園児、幼稚園保育園関係者などが

臨席して行われる、音楽、造形、身体表現からなる劇やピアノ・声楽による発表は、日

頃の情操教育の学習成果として位置付けられる。ただし、令和 2 年度、3 年度はコロナ
禍により行わなかった。加えてコロナ感染予防やその他諸事情により「秋の保育祭」の

発表方式を学外に向けた発表方式から音楽授業で習得できた技術を学内で発表する方

法に変更した。令和 4 年度に関しても、コロナ感染拡大防止のため、「保育祭」は早々
に中止判断をした。令和 5 年度もコロナ感染予防対策の目的で従来の「夏の保育祭」
は中止し、受講者ベースでの発表形式をとった。  
ライフデザイン総合学科の学習成果の測定は、エリアにおける「資格・称号取得状

況」を中心に、「単位取得状況」、「就職率」、「授業評価アンケート」等で行っている。

ライフデザイン総合学科では、分野を特定せず多種多彩な授業科目を開講し、専門教

育を行う 6 つのエリアで多くの資格・称号が取得できる体制を敷いている。多くの学
生がそれぞれのなりたい自分の実現に向けて、7 つのエリアから必要な授業を受講し、
資格、称号取得を通して具体的な知識と、スキルの修得に積極的に取り組み、希望の就

職を叶えていることは、具体的な学習成果のひとつである。  

［区分 基準Ⅱ-A-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組

みをもっている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生

の業績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。  
（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生への調査、インターンシップや留学

などへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活用してい

る。 
（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。  

 
＜区分 基準Ⅱ-A-7 の現状＞
両学科ともに学生の学習成果を、「GPA」、「単位取得」、「学位取得」、「資格取得」な

どから測定していた。そのような中で、「単位制度の実質化」と「成績評価の厳格化」

という観点からルーブリックによる評価の導入が、焦眉の課題であった。保育学科で

は、平成 30 年度「全国大学実務教育協会」の資格「こども音楽療育士」の再課程認定
に伴い、協会から指定された「ルーブリック評価」を取り入れ実施することを決定し、

令和元年度入学生から対象者（当該資格を取得希望の学生のみ）において実施、さらに

令和元年度からは「卒業ゼミ」（2 年次卒業必修科目）においても導入した((備備付付--3366))。 
ライフデザイン総合学科では、平成 29 年度に「全国大学実務教育協会」の資格の再
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((備備付付--3311))、「教職課程履修カルテ」((備備付付--3322))、「授業評価アンケート（令和２年度はオ
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「夏の保育祭」「秋の保育祭」がある。保護者、幼稚園児、幼稚園保育園関係者などが

臨席して行われる、音楽、造形、身体表現からなる劇やピアノ・声楽による発表は、日

頃の情操教育の学習成果として位置付けられる。ただし、令和 2 年度、3 年度はコロナ
禍により行わなかった。加えてコロナ感染予防やその他諸事情により「秋の保育祭」の

発表方式を学外に向けた発表方式から音楽授業で習得できた技術を学内で発表する方

法に変更した。令和 4 年度に関しても、コロナ感染拡大防止のため、「保育祭」は早々
に中止判断をした。令和 5 年度もコロナ感染予防対策の目的で従来の「夏の保育祭」
は中止し、受講者ベースでの発表形式をとった。  
ライフデザイン総合学科の学習成果の測定は、エリアにおける「資格・称号取得状

況」を中心に、「単位取得状況」、「就職率」、「授業評価アンケート」等で行っている。

ライフデザイン総合学科では、分野を特定せず多種多彩な授業科目を開講し、専門教

育を行う 6 つのエリアで多くの資格・称号が取得できる体制を敷いている。多くの学
生がそれぞれのなりたい自分の実現に向けて、7 つのエリアから必要な授業を受講し、
資格、称号取得を通して具体的な知識と、スキルの修得に積極的に取り組み、希望の就

職を叶えていることは、具体的な学習成果のひとつである。  

［区分 基準Ⅱ-A-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組

みをもっている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生

の業績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。  
（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生への調査、インターンシップや留学

などへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活用してい

る。 
（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。  

 
＜区分 基準Ⅱ-A-7 の現状＞
両学科ともに学生の学習成果を、「GPA」、「単位取得」、「学位取得」、「資格取得」な

どから測定していた。そのような中で、「単位制度の実質化」と「成績評価の厳格化」

という観点からルーブリックによる評価の導入が、焦眉の課題であった。保育学科で

は、平成 30 年度「全国大学実務教育協会」の資格「こども音楽療育士」の再課程認定
に伴い、協会から指定された「ルーブリック評価」を取り入れ実施することを決定し、

令和元年度入学生から対象者（当該資格を取得希望の学生のみ）において実施、さらに

令和元年度からは「卒業ゼミ」（2 年次卒業必修科目）においても導入した((備備付付--3366))。 
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課程認定に伴い、一部資格取得に関して協会から指定される「ルーブリック評価」を取

り入れ実施することを決定、平成 30 年度入学生から対象者（当該資格を取得希望の学
生のみ）において実施するとともに、専任教員全員がかかわる「卒業ゼミ（基礎）」「卒

業ゼミ（発展）」において、ライフデザイン総合学科の学生全員を対象に「ルーブリッ

ク評価」を行っている。保育学科、ライフデザイン総合学科ともに、導入した「ル－ブ

リック評価」は定着してきており、今後は教員、学生相互の評価とそれに基づく対話の

充実を通して、評価の精度を高めることが求められる。  
本学では、両学科ともに、取得できる資格を多く導入し、学生の学びの拡張と深化を

図っている。これら「資格検定の合格人数、合格率」は、学習成果の獲得状況を測定す

る量的データとして、学生の教学面でのモチベーション向上に資するとともに、ウェ

ブサイト等に公表し対外的なアピールとしても活用している。  
ライフデザイン総合学科医療事務エリアの授業「病院実習」では、実習に参加した学

生が臨地実習を通じて体験することが出来た内容や獲得した知識・スキルについて記

録・記述した「実習のまとめ」「実習体験記」「振り返りシート」((備備付付--3377))を、実習終
了後に提出させている。これらは個々の学生の学修成果獲得状況を測定する質的デー

タとして評価に用いるとともに、次年度以降の授業において、学生の病院実習参加の

動機付けや意識付け、モチベーションの維持向上に活用している。  
この他、学習成果の状況は、学期(前期、後期)ごとに行っている「授業評価アンケー

ト」で把握している。これにより、授業に対する評価、授業外学習時間および目標到達

度についての自己評価も把握することが可能である。またこれとは別に授業について

の満足度については、「授業についての満足度調査」として年１回調査し、学科長意見

も付した調査報告書を作成して専任教員、非常勤教員の閲覧に供し、ウェブサイト上

でも公開している。令和 2 年度に関しては、前期後期ともに、コロナ禍において従来
の授業実施とは異なりオンライン授業を中心に実施したため、授業評価アンケートは

「オンライン授業評価アンケート」とし、オンライン授業全般への評価を学科別に実

施した。令和 3 年度は前期後期ともに、オンライン授業と対面授業を併用した。よっ
て「授業評価アンケート」にもオンライン授業、対面授業両方の項目を設けながら全科

目（専任、非常勤）において実施した。令和 4 年度、令和 5 年度は前期後期ともに全
科目対面授業となり、「授業評価アンケート」も従前の形式通り、授業評価中間アンケ

ート、授業評価アンケート、授業評価アンケート報告書の作成まで実施し、学習成果の

状況把握に資することができた。

この他、保育学科の「保育祭」、保育学科、ライフデザイン総合学科ともに導入して

いる様々な表彰制度（作品表彰や読書感想文表彰など）を設け、学習成果の獲得状況を

測る質的データとして学内の評価に資するとともに、外部に向けてウェブサイト等で

公表して活用している。  
「就職率」については年度の前半は、2～3 か月ごと、年度の後半には毎月、年度の
最終データについては 3 月末に算出して、それぞれ就職委員会、教授会で報告し全教
職員が共有している。また、次年度の「大学案内」に掲載し、高等学校対象の説明会や

オープンキャンパスの参加者に公表するなどして活用している。今後は、内容や項目

の検討を重ね、より詳細化した就職率データの作成とその活用を図りたい。  
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同窓生への調査については、令和 2 年度に FD・SD 委員会で企画立案し、同 3 年度
の実施に向けて関係委員会と連携していくことを決定した。令和 3 年度の実施につい
ては、就職先への訪問時に卒業生に直接インタビューする形式等で行うことも検討し

たが、コロナ禍により、就職先への訪問自体が難しいこともあり、実施には至っていな

い。令和 4 年度は FD・SD 委員会を包括した教学委員会が引き続き検討を重ね、質問
項目の精査、実施方法、実施時期を決定した。保育学科のホームカミングデイにおいて

試行し、問題なく実施できることを確認した。令和 5 年度には「卒業生アンケート」
((備備付付--111155))を実施した。在学中に学んだことが、その後の職務や生活に活かされている
ことは、在学生と卒業生との懇談会である「ＮＪ講座」や、「ホームカミングデイ」（令

和 2 年度、3 年度は実施なし）にて卒業生から聴取した情報により確認していたが、Ｎ
Ｊ講座に参加する卒業生以外からも在学中の学びがどのように役立っているかを確認

することができた。しかし今回初めての実施ということで、卒業生企業訪問によりア

ンケートを手渡しできる卒業生に絞ったために、データ数としては小さい。今後は方

法を含めてさらに検討し、同窓生への調査を充実させていく。  
令和 2 年度は、「学修成果評価表」((備備付付--3388))、「GPA 分布」」((備備付付--3399))、「単位取得

率・学位取得率・大学編入率・在籍率」、などの従来までの学習成果を、令和元年に定

めたアセスメント・ポリシー((備備付付--2266））に照らして多角的・縦断的に検討する一歩を踏
み出した。令和 3 年度には令和 2 年度と令和 3 年度の 2 年分のデータを比較した。令
和 2 年度は殆どの科目がオンラインであり、令和 3 年度は、一時期はオンライン授業
であったが、対面授業の割合が多くなった。両者の比較に対して授業の形式がどの程

度まで影響しているのかはさらに経年評価が必要となる。さらに令和 4 年度は全面的
に対面授業となり、3 年分の比較が可能となった。しかし令和 2 年度、3 年度、4 年度
すべて授業形態が異なっている。ようやく令和 5 年度に令和 4 年度との比較が可能に
なったので、今後質的・量的データをさらに深く評価し、学修成果の把握に努めたい。  
 
［区分 基準Ⅱ-A-8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。 
（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。 

＜区分 基準Ⅱ-A-8 の現状＞
令和 2 年度より保育学科、ライフデザイン総合学科の卒業生の進路先に「卒業生評

価調査」を依頼し、就職先からの評価や意見等を質問紙で把握する取り組みを実施し

た。  
令和 5 年度の卒業生評価調査では調査対象を拡大し、そして、調査方法について従

来の紙ベースの質問紙方式に加えて、Web 方式（メールでの回答）も採り入れて就職
先の各職場の選択に委ねる方法を採用した。また、調査内容も質問項目を増やして工

夫改善を図り調査のさらなる充実を図った。

令和 5 年度には令和 4 年度に引き続き、保育学科では電話により卒業生の状況につ
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同窓生への調査については、令和 2 年度に FD・SD 委員会で企画立案し、同 3 年度
の実施に向けて関係委員会と連携していくことを決定した。令和 3 年度の実施につい
ては、就職先への訪問時に卒業生に直接インタビューする形式等で行うことも検討し

たが、コロナ禍により、就職先への訪問自体が難しいこともあり、実施には至っていな

い。令和 4 年度は FD・SD 委員会を包括した教学委員会が引き続き検討を重ね、質問
項目の精査、実施方法、実施時期を決定した。保育学科のホームカミングデイにおいて

試行し、問題なく実施できることを確認した。令和 5 年度には「卒業生アンケート」
((備備付付--111155))を実施した。在学中に学んだことが、その後の職務や生活に活かされている
ことは、在学生と卒業生との懇談会である「ＮＪ講座」や、「ホームカミングデイ」（令

和 2 年度、3 年度は実施なし）にて卒業生から聴取した情報により確認していたが、Ｎ
Ｊ講座に参加する卒業生以外からも在学中の学びがどのように役立っているかを確認

することができた。しかし今回初めての実施ということで、卒業生企業訪問によりア

ンケートを手渡しできる卒業生に絞ったために、データ数としては小さい。今後は方

法を含めてさらに検討し、同窓生への調査を充実させていく。  
令和 2 年度は、「学修成果評価表」((備備付付--3388))、「GPA 分布」」((備備付付--3399))、「単位取得

率・学位取得率・大学編入率・在籍率」、などの従来までの学習成果を、令和元年に定

めたアセスメント・ポリシー((備備付付--2266））に照らして多角的・縦断的に検討する一歩を踏
み出した。令和 3 年度には令和 2 年度と令和 3 年度の 2 年分のデータを比較した。令
和 2 年度は殆どの科目がオンラインであり、令和 3 年度は、一時期はオンライン授業
であったが、対面授業の割合が多くなった。両者の比較に対して授業の形式がどの程

度まで影響しているのかはさらに経年評価が必要となる。さらに令和 4 年度は全面的
に対面授業となり、3 年分の比較が可能となった。しかし令和 2 年度、3 年度、4 年度
すべて授業形態が異なっている。ようやく令和 5 年度に令和 4 年度との比較が可能に
なったので、今後質的・量的データをさらに深く評価し、学修成果の把握に努めたい。  
 
［区分 基準Ⅱ-A-8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。 
（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。 

＜区分 基準Ⅱ-A-8 の現状＞
令和 2 年度より保育学科、ライフデザイン総合学科の卒業生の進路先に「卒業生評

価調査」を依頼し、就職先からの評価や意見等を質問紙で把握する取り組みを実施し

た。  
令和 5 年度の卒業生評価調査では調査対象を拡大し、そして、調査方法について従

来の紙ベースの質問紙方式に加えて、Web 方式（メールでの回答）も採り入れて就職
先の各職場の選択に委ねる方法を採用した。また、調査内容も質問項目を増やして工

夫改善を図り調査のさらなる充実を図った。

令和 5 年度には令和 4 年度に引き続き、保育学科では電話により卒業生の状況につ
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いて進路先への聴取を実施した。その際にあわせて卒業生の評価や本学の教育の成果

についても、可能な範囲で聴取する取り組みを実施した。ライフデザイン総合学科で

は卒業生の進路先を教職員が訪問して、卒業生の近況を教えてもらうことに併せて、

卒業生の評価についてもできる範囲で訪問時に担当者から直接、聴取を実施した。そ

の結果を集約し分析して学習成果の点検に活用を図っているところである((備備付付--1144))。 
今後もより充実した職業教育、教育課程に繋げていく取り組みとして、評価の聴取

の具体的な内容や方法を工夫し改善に努めながら継続したい。  

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞  
CAP 制の妥当性、シラバスに記載の授業時間外学習の時間の最適化に関しては、十

分な検討が進んでいるとはいえないが、令和 4 年度、令和 5 年度ともに、CAP 制に抵

触する（履修登録時にエラーが出る）学生がいないことから、妥当と判断することは可

能と考える。両学科の教育課程に関しては、学生の学修成果の検証について、「ルーブ

リック」評価の定着と妥当性とも合わせて検証していくことが課題である。また、本学

で学んだ学修成果が進路に活かされているかの卒業生への調査に関しては、令和 5 年

度「卒業生アンケート」として実施した。今後は実施の充実を図ることが課題である。  
 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞  
令和 5 年度の保育・教育実習に関しては一部実習生及び実習先に感染のため、日程

変更等を余儀なくされたが、すべて年度内に全員完了した。また、コロナ感染対策も 5
類に移行したことから、「保育･教育実習にかかわる新型コロナウイルス感染症防止対

策ガイドライン」の運用に関して、学生への負担や実習先への負担を考慮しながら慎

重に取り組んだ。  
 
 
［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］
 
＜根拠資料＞ 
 
提出資料 シラバス、 履修の手引き［ （令和 ）年度］、 学生便覧

〔 年度〕（学友会活動）（学友会会則）（奨学金規程）、 学生募

集要項〔 年度入試〕

備付資料 学修成果評価表、 分布、 単位取得状況、 資格取得状

況表、 授業評価アンケート報告書、 オンライン授業評価

アンケート、 授業についての満足度調査、 学位取得率（卒業率）・

大学編入学率・在籍率、 就職率、 学修成果の評価に関する方針 ア

セスメント・ポリシ－ 、 学修成果を焦点にした向上・充実のための

査定 アセスメント と 、 履修登録状況確認表、

利用ガイド、 オンライン ビデオミーティングアプリ
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「 」利用ガイド、 Ｇドライブ（ ドライブ）利用ガイド、

入学手続き者に対する入学までの学習支援のための印刷物、 保

育学科入学前ピアノ実技・入学前授業資料、 新入生ガイダンス 、

実習の手引き、 実習先からの実習評価、 のしおり、 （ ）

学生生活満足度調査、 ボランティア実施報告書・評価基準、 就職

指導スケジュール、 学生進路一覧

備付資料 規程集 文書取扱規程

 
［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 ①  シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評価してい
る。 

 ②  学習成果の獲得状況を適切に把握している。  
 ③  学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。  
 ④ 授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図ってい

る。 
 ④  教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。  
 ⑥ 学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。 

（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 
 ①  所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の獲得に貢献し

ている。 
 ②  所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握している。  
 ③ 所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援を行って

いる。 
 ③  学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。  

（3） 短期大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用
している。 

 ①  図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のため
に支援を行っている。 

 ② 教職員は、図書館又は学習資源センター等の学生の利便性を向上させて
いる。 

 ②  教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。  
 ④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切

に活用し、管理している。 
 ④  教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利

用技術の向上を図っている。 
 
＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 
教員は、学習成果の獲得に向けて以下の通り責任を果たしている。授業の進行中に
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「 」利用ガイド、 Ｇドライブ（ ドライブ）利用ガイド、

入学手続き者に対する入学までの学習支援のための印刷物、 保

育学科入学前ピアノ実技・入学前授業資料、 新入生ガイダンス 、

実習の手引き、 実習先からの実習評価、 のしおり、 （ ）

学生生活満足度調査、 ボランティア実施報告書・評価基準、 就職

指導スケジュール、 学生進路一覧

備付資料 規程集 文書取扱規程

 
［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 ①  シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評価してい
る。 

 ②  学習成果の獲得状況を適切に把握している。  
 ③  学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。  
 ④ 授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図ってい

る。 
 ④  教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。  
 ⑥ 学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。 

（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 
 ①  所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の獲得に貢献し

ている。 
 ②  所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握している。  
 ③ 所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援を行って

いる。 
 ③  学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。  

（3） 短期大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用
している。 

 ①  図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のため
に支援を行っている。 

 ② 教職員は、図書館又は学習資源センター等の学生の利便性を向上させて
いる。 

 ②  教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。  
 ④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切

に活用し、管理している。 
 ④  教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利

用技術の向上を図っている。 
 
＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 
教員は、学習成果の獲得に向けて以下の通り責任を果たしている。授業の進行中に
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は個々の授業のシラバス((提提出出--77))に示す予習、復習課題、小テストの結果など、また期
末には定期試験（筆記・レポート・実技・制作）を、シラバスに示した成績評価基準に

より評価している。  
本学の教務情報システム ポータルサイト(UNIVERSAL PASSPORT、以下「ユニパ」)

は、学生が学習を進めるうえでも、教員が学生の学習成果の獲得状況を適切に把握し、

履修及び卒業に至る指導を行ううえでも有効に活用されている。教員はこのシステム

を利用してシラバスを登録し、各授業における出欠入力を行い、授業に運用し、期末の

評価点入力を行っている。一方学生も、「ユニパ」に表示されるシラバスにより履修科

目を検討して履修登録を行い、授業の予習・復習を行い、各授業の出欠状況を把握し、

試験に備え、評価を受け、履修した科目の素点、合否、評価グレード（秀、優、良、可、

不可、失格の別）、GPA、卒業要件の充足度など、成績の確認に活用している。  
「ユニパ」に入力された教員の評価点から、各学生の評価成績表、「学修成果評価表」

((備備付付--3388))、卒業判定に関わる資料などが「ユニパ」を利用して作成されている。教員
はこれらの資料と共に、「GPA 分布」((備備付付--3399))、「単位取得状況」((備備付付--3300))、「資格取
得状況表」((備備付付--3355))等の資料からも、学習成果の獲得状況を適切に把握している。  
教員および非常勤教員は、各期の総授業回数 1/2 の回数が終了した時点で、改善を

検討する 1～2 科目について「授業評価アンケート(中間アンケート)」を実施し、授業
の良い点、改善して欲しい点について具体的な学生の意見、要望の記述を求めている。

これにより教員は、学生の授業への参加意識を高めるとともに、アンケートの回答を

後半の授業の改善に活用している。この評価方法は、授業担当教員が直接学生の意見

を聴き、授業の課題・改善点等を次回以降の授業に反映させることができ、迅速性や信

頼性から評価されている。  
さらに教員および非常勤教員は、全授業回数が終了した時点で、「ユニパ」を利用し

て「中間アンケート」を実施した科目について「授業評価アンケ－ト」を行い、学生の

成績から見たシラバス到達目標の達成状況という観点で自己点検を行い、これを「授

業評価アンケート報告書」((備備付付--3333--((11))  ))の形で FD・SD 委員会（令和 4 年度より教学
委員会）に提出している。以上の通り、全ての専任教員および非常勤教員は学生による

授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。  
令和 3 年度は、オンライン授業のため、中間アンケートは実施できなかったものの、

「授業評価アンケート」((備備付付--3333--((22))  ))では、オンライン授業と対面授業の両方に関し
ての質問項目を取り入れて実施した。専任、非常勤ともに全授業において実施し学生

の満足度を上げるように努めた。  
令和 4 年度は全面的に対面授業となりコロナ禍以前の「授業評価アンケート」を実

施できた。   
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ている。これにより、授業公開者と参観者のコミュニケーションを円滑に行うことが  
可能で、授業内容について、率直な意見交換を行い、意思疎通を図っている。報告書に

は参観で感じた問題点や改善案についても記述し、授業改善に役立つ内容ともなって

いる。令和 5 年度後期には 4 年ぶりに「教員相互による公開授業参観」を実施し、見
学者は報告書の作成まで行い、授業改善、授業担当者間での意思の疎通、協力・調整に

役立てている。そのほかにも、授業担当者間や学科内の教員間で、授業内容に関する話

合いの時間を持ち、教授内容や課題の重複の有無を確認するなど、授業内容に関して

意思疎通を行い、協力や調整を図っている。  
教員の学生指導については、保育学科はクラス制、ライフデザイン総合学科はオフ

ィス制を導入しており、一定数の学生に対して一人の専任教員が、また履修上の諸問

題については必要に応じて教学担当教員も個別に指導に当たるなど、それぞれの教員

が指導責任を果たしている。指導の際教員は、「ユニパ」上の成績等の情報から、個々

の学生の学習成果の獲得状況を適切に把握し、履修及び卒業に至る指導を細やかに行

っている。令和 2 年度からは CAP 制導入に伴い、組織的に週１回オフィスアワーの時
間を設定し令和 4 年度に比べて、令和 5 年度はオフィスアワーが実施される回数が増
えたが、まだまだ十分とは言えない。今後オフィスアワーの周知に努めて CAP 制など
の学生指導に当たっていく。  
また、令和 5 年度から、以上の教学情報に関して、保護者もユニパにアクセスでき

るように改善した。保護者もリアルタイムで学生の出席状況や成績、時間割、定期試験

時間割等、Q＆A 以外のすべての項目を閲覧可能として、保護者に向けて学生の現状理
解に資するようにした。教員と保護者がデータを共有しながら学生の卒業までのサポ

ートを充実させている。 
以上のような教育活動の結果としての学生の学習成果の獲得状況は、「単位取得状

況」、「卒業率」((備備付付--2299))、「GPA 分布」、「学修成果評価表」、「就職率」((備備付付--2288))などに
集約され、これをもとに教育目的・目標の把握・評価を行ってきた。令和 2 年度に策
定した「学修成果の評価に関する方針(アセスメント・ポリシー)」((備備付付--2255))に照らして
検証を進め、「学習成果を焦点にした向上と充実のための査定 (アセスメント )」((備備付付--
2266))に基づいて、各委員会、学科、短期大学の各レベルでアセスメントを行い、教育目
的・目標の把握・評価を行った。  
事務職員は、各学舎の窓口対応等で、各学科の学習成果に向けて履修及び卒業に至

る質問等への対応、支援を行っている。また、事務職員が、「学修成果評価表」、「GPA
分布」、「単位取得状況」、「資格取得状況表（保育士資格および幼稚園教諭二種免許状の

取得状況・ライフ称号等の取得状況）」、および卒業判定に関わる資料などを作成し、状

況を共有している。あわせて、教員と協働を通して、教育目的・目標の達成状況を把

握、学習成果の獲得に貢献している。保育学科では、学生の履修について、事務職員が

事務独自資料の「履修登録状況確認表」((備備付付--5522))を作成することで、学生の履修登録
漏れを防ぎ、履修及び卒業に至る支援を行っている。なお、在学生はじめ卒業生の成績

記録を規程((備備付付--規規程程集集  111133))に基づき適切に保管している。  
学習成果獲得のための施設設備及び技術的資源の活用は、主にコンピュータ関係の

教職員が担当している。図書館職員については学園町図書館と北条図書館にそれぞれ
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2 名が常駐し、図書館司書の資格を活かし、学生の学習向上のための支援が行える体制
を整えている。図書館では授業や実習で利用される専門図書や関連資料を中心に、学

習支援の場としての充実を図っている。また利用教育については、入学時に図書館利

用ガイダンスを実施し、利用方法の説明と情報検索の方法等の指導を行っている。  
この他にも学園町図書館にはラーニングコモンズがあり、レポート作成などに利用

されている。また、推薦図書、E ブックおよび定期購読雑誌について、両学科教員から
の意見を集約、図書館司書と協力し、購入図書を検討、配架した。非常勤教員に対する

図書館利用の案内、推薦図書購入希望の手続きなどについて周知した。これらの取り

組みを通して、学生の利便性を向上させている。  
学内に設置している情報機器は計画的に最新バージョンに更新しており、教職員は

授業の準備や学務における様々な資料作成や分析等に役立てており、学内のコンピュ

ータを授業や学校運営に有効的に活用している。また、非常勤教員が、講師室に設置さ

れたパソコンを利用することができるよう整備している。教職員はパソコン教室内に

授業外でも自由に使用できるネットワーク環境が整ったパソコンを準備し、学生が

様々な課題や自主学習に取り組めるよう指導しており、学内 LAN およびコンピュータ
の利用を促進し、適切に活用出来るよう整備している。  
令和 2 年度からはユニパクラスプロファイル ((備備付付--5533))の運用を開始し、これまで  

「ユニパ」で行っていた出席・成績管理に加えて、オンライン授業の課題配信や Q＆A
等に利用した。  
ユニパクラスプロファイルの運用に際しては利用ガイダンスを開催し、授業利用に

ついての理解を深めるだけではなく、パスワードや ID 管理の徹底を共有し、学内のコ
ンピュータを授業や大学運営に活用し、適切に管理している。また、教職員が教育課程

及び学生支援を充実させることができるよう、IT 担当教員が説明用資料として、令和
2 年度版「オンライン  ビデオミーティングアプリ「ZOOM」利用ガイド」((備備付付--5544))、
「G ドライブ（Google ドライブ）利用ガイド」((備備付付--5555))を用意し、教職員のコンピュ
ータ利用技術の向上を図った。 
 
［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供してい

る。 
（2） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。  
（3） 学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダン

ス等を行っている。 
（4） 学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサイトを含む）を発行してい

る。 
（5） 基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っている。 
（6） 学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備してい

る。 
（7） 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には、添削等による指導の学習
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支援の体制を整備している。 
（8）  進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行ってい

る。 
（9） 留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っている。  
（10） 学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検し

ている。 
 
＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 
保育学科、ライフデザイン総合学科ともに、入学手続き者に対して、入学式やガイダ

ンスの日程、授業で使用するテキストの連絡など、入学までに必要な授業や学生生活

についての情報を提供している((備備付付--5500))。入学前学習として保育学科は保育・福祉関
連の推薦図書、ライフデザイン総合学科は７つの学びの専門エリアの学びの専門エリ

ア（令和 5 年度に 7 つのエリアに変更）からの推薦図書の読書感想文を課題とし、入
学後の学びへのモチベーションを高めている。また保育学科では、専門教育への関心

を深めるため、ピアノの入学前レッスンや保育内容、保育実習指導に関する内容の入

学前授業を実施している((備備付付--5511))。  
また、入学式の前に新入生学生ガイダンスを行い、短大の施設、設備の利用説明、通

学や昼食、クラブ活動などにおける学校生活の約束事やルール、または自身の健康管

理や防犯指導などを行い、スムーズに大学生活が始められるようオリエンテーション

を行っている。令和 5 年度は時間を短縮して、入学式前に新入生の学生ガイダンスを実施
した。学科ごとの開催し、共通の認識がもてるようにし、スムーズな学生生活への導入と

学生生活における感染対策等の徹底を行った。また、交流ゲームを行い新入生が互いに

打ち解けて話ができるきっかけをつくることができた  ((備備付付--5566))。 
入学式の翌日には教務ガイダンスを行い、学習成果の獲得に向けた学習の動機づけ

に焦点をあわせ、学習方法や科目選択、卒業要件、資格取得等について、（保育学科で

は実習要件も含め）説明するとともに、その前提条件としての日々の授業への取り組

み方についても説明を行っている。これらのエッセンスに関しては、保護者を対象と

した説明会を入学式直後に開き説明している。この説明会は短期大学と家庭とが一体

となって学生の学習支援を行う取り組みの一環として位置付けており、これにより学

生、保護者双方が不安なく学生生活、勉学へと移行できる動機づけになっている。教務

ガイダンスに続いては、「ユニパ」ガイダンスと履修登録をコンピュータ教室にて行っ

ている。登録に際し、教務の教員および保育学科では各クラスの指導教員２名から３

名、ライフデザイン総合学科ではオフィス担当教員全員、コンピュータ準備室の助手

の補助も得て、入力ミスを防ぐとともに、学生の様々な不安を解消するように努めて

いる。教務ガイダンスは、入学時の他、1 年次後期、2 年次前期、2 年次後期の授業開
始直前にも行い、履修、および卒業に至る支援を行っている((提提出出--44))。また、同時に各
種ガイダンスを適宜行い、学生生活と資格取得に向けた支援を綿密に行っている。  
教務、および各種ガイダンス以外の学習支援として教育懇談会を行っている。1 年次

生については、前期の成績に基づいて、保育学科では 8 月、ライフデザイン総合学科
では 9 月に、保護者との連携を密にし、成績不振を少しでも改善し卒業に至るように、

62



60 
 

支援の体制を整備している。 
（8）  進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行ってい

る。 
（9） 留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っている。  
（10） 学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検し

ている。 
 
＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 
保育学科、ライフデザイン総合学科ともに、入学手続き者に対して、入学式やガイダ

ンスの日程、授業で使用するテキストの連絡など、入学までに必要な授業や学生生活

についての情報を提供している((備備付付--5500))。入学前学習として保育学科は保育・福祉関
連の推薦図書、ライフデザイン総合学科は７つの学びの専門エリアの学びの専門エリ

ア（令和 5 年度に 7 つのエリアに変更）からの推薦図書の読書感想文を課題とし、入
学後の学びへのモチベーションを高めている。また保育学科では、専門教育への関心

を深めるため、ピアノの入学前レッスンや保育内容、保育実習指導に関する内容の入

学前授業を実施している((備備付付--5511))。  
また、入学式の前に新入生学生ガイダンスを行い、短大の施設、設備の利用説明、通

学や昼食、クラブ活動などにおける学校生活の約束事やルール、または自身の健康管

理や防犯指導などを行い、スムーズに大学生活が始められるようオリエンテーション

を行っている。令和 5 年度は時間を短縮して、入学式前に新入生の学生ガイダンスを実施
した。学科ごとの開催し、共通の認識がもてるようにし、スムーズな学生生活への導入と

学生生活における感染対策等の徹底を行った。また、交流ゲームを行い新入生が互いに

打ち解けて話ができるきっかけをつくることができた  ((備備付付--5566))。 
入学式の翌日には教務ガイダンスを行い、学習成果の獲得に向けた学習の動機づけ
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種ガイダンスを適宜行い、学生生活と資格取得に向けた支援を綿密に行っている。  
教務、および各種ガイダンス以外の学習支援として教育懇談会を行っている。1 年次

生については、前期の成績に基づいて、保育学科では 8 月、ライフデザイン総合学科
では 9 月に、保護者との連携を密にし、成績不振を少しでも改善し卒業に至るように、
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丁寧な指導を行っている。2 年次生については 1 年次前期・後期の成績に基づいて、新

2 年生の 3 月春休み中の開催と、2 年次前期までの成績に基づいて 8 月または 9 月の開催

がある。いずれも、教務、就職、実習、学生生活などの相談に応じ、学業不振や進路決

定への不安の解消にも努め、卒業までのスムーズな進行を支援している。このように、

卒業までの 3 回の教育懇談会に加えて、何か問題を感じた時には、担任やオフィス担

当教員から個別に保護者に連絡を取り、指導を行っている。  
学習成果の獲得に向けて、学習支援のための配布物としては「学生便覧」 ((提提出出--33))、

「履修の手引き」「実習の手引き」 ((備備付付 --5577))、「教務情報システムポータルサイト

（UNIVERSAL PASSPORT）操作マニュアル」(「履修の手引き」の巻末付録)などが

あり、「ユニパ」の利用に不備があると学生生活に重大な支障が生じるため、学生には

折にふれて教職員が注意喚起を行っている。  
基礎学力が不足する学生に対しては、初年次教育の充実のためにすでに導入してい

る e ラーニング教材「なわてドリル」の利用を促進している。活用状況のデータを収

集しつつ、学生にとってさらに有効な活用方法を模索しているところである。保育学

科では「なわてドリル」の活用を充実させるために、従来は「ベーシック」に全員取り

組んでいたが、令和 3 年度より､さらに「ステップアップ」への取り組みを促し、「SPI」
についても「キャリアと教養」の基礎学習のために導入を図った。令和 4 年度も引き

続き同様のやり方を継続した。「なわてドリル」の実施時期の偏りは否めないが、基礎

教養の向上には一役を買っている。令和 5 年度に関しても 1･2 年生共々、活用率が高

い数値を示している。  
保育学科では、近年ピアノが全くの初心者である学生の入学が増え、実習や就職に

支障がない程度までピアノ演奏のレベルを高めるためには、授業時間外の補習や休暇

時期の集中レッスンなどが必要となっている。本学ではピアノの実技指導を個人レッ

スンで行っており、個人の習得度に合わせたピアノの補習指導の手厚さは定評がある。  
また、実習指導においても実習委員会が中心となって不安のある学生、前回の実習

の成績が芳しくなかった学生には個別の指導を行い、適切な助言指導を行う体制をと

っている。  
ライフデザイン総合学科では、「英語（英会話 A）」「ライフデザイン基礎演習Ⅱ」「文

書処理演習Ⅰ（Word）」「表計算演習Ⅰ（Excel）」について習熟度別クラス編成を実施

している。従来、コンピュータ関係の演習を伴う授業については、学生の授業の空き時

間を利用して補習授業として個別指導を行っている。  
学生が抱えている学習上の悩みなどの問題に関する相談や適切な指導助言について

は、保育学科では各クラスそれぞれの指導教員が、またライフデザイン総合学科では

各オフィス担当教員が窓口の役割を担っている。クラス、オフィス指導教員による定

期的な個人面談や必要に応じて随時面談ができる体制をとっている。また、月 1 回の

学科会議で学生の動向を話し合い、必要に応じて事務職員とも情報共有している。保

護者とも連携を図りながら学生に対して丁寧なサポートができるよう努めている。こ

のように、学科全体で学生の生活上の悩み等を中心として相談を受け、指導援助を行

い、相談の内容によっては、専門的な指導に委ねることとしている。  
優秀な学生に対する学習支援として、入学前課題作文の優秀者表彰制度を取り入れ、
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学生がモチベーションを高く持ち続けられるよう、学習上の配慮や学習支援を行って

いる。また、課外の講座として公務員試験対策講座を実施し、優秀な学生の向上意欲を

満たすことのできる一つと位置づけ、積極的な参加を促している。  
保育学科では、「保育のソムリエ」の認定証発行、優秀者の表彰など、あらゆる場面

を捉え表彰制度を取り入れ、学生の励みになりモチベーションを高く持ち続けられる

よう支援を行っている。令和 4 年度も感染状況はなかなか安定しなかった状況ではあっ

たが、ソムリエ担当者が授業や授業外に学生に働きかけ、設定しているすべての 1 年生が

「初級」をクリアし、中には積極的に「中級」レベルに到達した学生も散見された。令和

4 年度も年度当初から 4 つの｢ソムリエ｣養成について、計画を立てソムリエ養成に取り組

んだ。ピアノに関しては個別指導であるので、到達度の早い学生には実力に応じたレベ

ルの高い課題を与え、授業内での 2 年次後期に定期演奏会での発表の機会も設け、学

修の励みとなるよう支援している。この流れを受けて令和 5 年度当初に前年度 1 年間

にわたる「保育のソムリエ」の取り組み状況を 2 年生全体の前で発表し、特に上位者

を公表することで、各自のモチベーション向上に役立てた。  
ライフデザイン総合学科では、進度が早い学生や成績の優秀な学生に対しては、一

部の科目ではあるが、別途異なる問題演習に取り組ませるなどの工夫をしている。ま

た、成績上位の学生にはさらに資格取得での上位級受験を支援するための個別指導を

取り入れ、進度の早い学生への対応も行っている。  
学生の単位取得状況や GPA、実習評価((備備付付--3311))や資格取得状況などの学習成果の獲

得状況がわかる量的・質的データを学科の教員、実習委員、教学委員等で共有し学習支

援方策を検討するのみならず、学習成果の獲得に至る途上にも十分注意を払い、時に

は学生のみならず保護者とも連絡を取りながら、学習支援を行っている。  
 
［区分 基準Ⅱ -B-3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行ってい

る。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備して

いる。 
（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われ

るよう支援体制を整えている。 
（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。  
（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。  
（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図ってい

る。 
（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 
（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えてい

る。 
（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。 
（9） 留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する

体制を整えている。 
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援方策を検討するのみならず、学習成果の獲得に至る途上にも十分注意を払い、時に

は学生のみならず保護者とも連絡を取りながら、学習支援を行っている。  
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る。］ 
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（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図ってい

る。 
（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 
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る。 
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（10） 社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 
（11） 障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整

えている。 
（12） 長期履修生を受入れる体制を整えている。 
（13） 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極

的に評価している。 
 
＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 
学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を以下の通り組織的に行っている。学生の

生活支援を行う組織としては、教職員で構成される学生委員会が月 1 回程度開催され
全学生を対象としたクラブ活動、大学祭、奨学金支給、生活指導など、学生生活全般お

よび学生の諸活動の連絡、意見交換、審議を行っている。また、学生委員会は、学生が

主体的に参画する活動(学友会の諸活動)を支援しつつ、学生生活を有意義なものにする
ためのアメニティ整備にあたっている。  
「学友会の諸活動」((提提出出--33))については、学友会総会、クラブ活動、新入生歓迎会を

兼ねた「Welcome Day」、樟葉祭（四條畷学園大学と共同開催の大学祭）、ならびに卒
業セレモニーがあり、それぞれを学生が主体的に参画する活動が行われるよう支援体

制を整えている。  
「Welcome Day」は、例年 4 月第 2 土曜日に実施しており、学友会が主体的に企画

運営できるよう、事前に学友会と学生委員会で協議を行い、実施に向けての支援を行

っている。また、各学科の教職員と連携し、新入生が全員参加できるよう配慮してお

り、和やかな雰囲気の中、新入生が 2 年生に歓迎される、まさに名称にふさわしい行
事となっている。令和 5 年度は、令和 4 年度と同じく対面で開催し、玉入れ、ジェスチャ
ーゲーム、ビンゴゲームなどを行い大いに盛り上がった。  
樟葉祭は、四條畷学園大学自治会と本学学友会共催の学園祭であり、学生生活の思

い出となる大きなイベントとして、学生委員会のみならず教職員全員で支援している。

令和 5 年度は、大学自治会と短期大学学友会が集まって協議し、実に 4 年ぶりに大学、短
期大学の共催という形で開催した。樟葉祭当日は、学生や教職員、同窓会などが 23 店舗の
模擬店を出店し、ゲームや体験、物品販売などを行い、大いに盛り上がった。また、特設

舞台でのバンド演奏や吹奏楽の演奏、子ども向けのイベント等でも、歓声が上がっていた。

飲食物の提供については、5 台のキッチンカーを呼んだ。400 名を超える学生の来場と 200
名を超える一般来場者で賑わった 1 日となった。 
卒業記念パーティーは毎年、格式あるホテルの学生委員会と学友会は、令和 4 年度か

らは、その代わりとして、卒業生に心に残るひとときを過ごしてもらいたいと考え、卒業

式直後に「卒業お祝いセレモニー」を開催している。令和 5 年度も、学生の手による 2 年
間の思い出スライドショーや記念品の贈呈を行った。学友会 1 年生が中心になって開催で
きるよう学生委員会で支援した。学生たちは樟葉祭時の経験を活かし協力して実施するこ

とができ、成長を感じることができた。  
クラブ活動として、「剣道部」「ダンス部」「プッペンテアター部」「吹奏楽部」「軽音

楽部」「わくわくこどもクラブ」「手話部」「ボランティアサークルたんぽぽ」「You tu 部」
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がコロナ禍の中、活動が縮小されるクラブもあったが、継続してクラブ予算を確保支給し、

出来る活動を熱心に行った。 
アメニティ整備については、本学が二つの学舎(徒歩 10 分程度の距離)に分かれてお

り、食堂やパソコン利用、フリースペースなどのキャンパス・アメニティが異なること

から、それぞれの学舎に応じた対応を行っている。学生食堂として、北条学舎のビスト

ロ北条、清風学舎では隣接する総合ホール内の学園全体用の大食堂がある。また、清風

学舎では学生が食事、自習、語らいなどに利用できるよう、3 階、4 階、5 階の南側、
全面ガラス窓張りの明るい場所にコミュニティースペースを設け、流し台や飲み物の

自動販売機などアメニティにも配慮している。北条学舎では 2 階、3 階のフリースペ
ースにソファーを置いて学生がくつろげる場を設けている。  
本学では、ほとんどの学生が近隣地域(自宅)から通学しており、学生寮はない。一部

の宿舎が必要な学生には、信頼できる地元の不動産業者を紹介してマンション、アパ

ートの斡旋を行っている。通学には、自家用車とバイクは、許可していないが、自転車

通学者（許可登録制）には、各学舎に駐輪場を整備して便宜を図っている。  
奨学金制度については、経済的支援を目的として、給付奨学金「四條畷学園短期大学

奨学金」制度を設けている。支給対象者を学業成績（GPA）上位者として、優秀学生へ
の表彰的要素も加えている。奨学金授与に関しては、奨学金規程((提提出出--33))により決定さ
れている。  
学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制については以下の通

り体制を整えている。健康管理としては、健康診断を毎年 4 月に実施している。また、
「スポーツⅠ」「スポーツⅡ」を、保育学科では必修科目に、ライフデザイン総合学科

では選択科目として開講し、青年期の体力強化と健康についての意識の向上に努めて

いる。飲酒、喫煙については、年度初めのガイダンスで健康に及ぼす影響を説明し、ポ

スター掲示などで注意喚起するとともに、短大学舎内全面禁煙としている。さらに、メ

ンタルヘルスケアやカウンセリングが必要な場合に備えて相談室を設け、また四條畷

学園臨床心理研究所(ICP)((備備付付--5588))の利用も可能としている。  
その他、学生生活満足度調査((備備付付--4488--  ((11))  ))を例年実施し、学生生活に関しての意見

や要望の聴取に努めている。令和 5 年度は、学生からの要望を受けて、トイレの石鹸
を泡石鹸に変えた。また、北条学舎の休憩室に机やソファーを追加設置、学生と共にタ

イルカーペットを設置するなど、両学舎においてアメニティの充実を図り、学生サー

ビスの向上に努めている。また、学習・生活環境の要望として、清風学舎の教室に Wi-Fi
を設置し、学舎のインターネット環境は大きく改善された。残す課題として駐輪場の整備

があり、順次改善を図っていく。 
社会人学生に対する学習支援としては、かつて社会人の状況に応じた個別学習支援

に取り組んでいた((提提出出--1100))。  
障がい者受け入れのための設備施設については、清風学舎では車いす対応エレベー

ターおよびスロープ、点字表示、点字ブロック等を設置し、多目的トイレも 2 カ所設
置するなどバリアフリー学舎となっている。北条学舎にも多目的トイレや階段には手

すりを設置している。以上のように両校舎とも障がい者受け入れの支援体制を整えて

いる。令和 5 年には授業における合理的配慮の提供に関する「障がい学生支援に関す
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る基本方針」を策定した。 
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「プッペンテアター部」が施設や地域からの要請に応じて、行事の手伝い等や訪問講

演を定期的、継続的に行っている。また、「大東市民まつり」「大東市就学児童（被虐待

児）エンパワメント事業」「なんこうシャル（地元商店街）親子ふれあいイベント」「特

別養護老人ホーム行事手伝い」「高齢者等に向けた健康づくり教室の手伝い」「子育て
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［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。 
（2） 就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。  
（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。  
（4） 学科・専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の

就職支援に活用している。 
（5） 進学、留学に対する支援を行っている。 

 
＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 

就職活動の支援は、教職員で組織される就職委員会と職員で構成される就職課、キ

ャリアセンターに常駐のキャリアアドバイザーが連携を図り、月 1 回程度の委員会で

情報共有を行い、学生に対する就職支援を行っている。また、学科ごとに会議を開き、

学生の希望を把握し、個々に応じた適切な指導が行えるよう連携を密にして支援を行

っている。さらに、近年、多様な学生が入学しており、進路についての指導においても

よりきめ細やかな対応が必要となってきているため、就職支援専門のキャリアアドバ

イザーの存在は非常に重要である。2 名のキャリアアドバイザーが、高い専門性をもっ
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て学生のレベルに合わせた丁寧、かつきめ細やかな指導を行っている。  
就職支援のための施設としては、キャリアセンターを清風学舎 1 階に設置し、保育

学科とライフデザイン総合学科の両学科の学生が利用しやすいように整備している。

キャリアセンター内には、就職求人情報サイトを学生が検索できるよう、検索用パソ

コンを 2 台設置、学科種別に応じた求人票や、合格者からの情報なども閲覧できるよ
う整備している。また室内に相談ブースを設けてキャリアアドバイザーが学生の相談

に応じるなど、学科ごとの特性に合わせた異なる支援を行っている。  
公務員を志望する学生への支援として、1 年次後期に公務員試験対策講座を外部の

専門機関に依頼して学内で開講し、本学が受講料の一部を負担し一般より安価に受講

できる体制をとっている。1 次試験を突破した学生には、2 次試験、3 次試験対策を就
職委員会、キャリアセンターで行い保育学科では平成 30 年度より例年複数の合格者を
輩出しているが、令和 5 年度についても保育学科から公務員の合格者を輩出すること
ができ、引き続き志望者への支援の充実を図っていく。

保育学科では、2 年間に 5 回就職ガイダンス((備備付付--4444))を行い、1 年生 9 月の第１回
目から就職に対する意識づけを行っている。実際に就職活動が始まる 2 年生前期から
は、就職個人面談と並行して就職講座を実施している。個人面談では、就職委員がそれ

ぞれクラスを担当し学生の希望を尊重した上で適切な指導助言を丁寧に行っている。

基準Ⅱ-A-4 で述べたとおり、就職講座では園見学の方法や採用試験申込方法など、具
体的な就職活動について指導を行っている。令和 5 年度は従来通りの面談や講座を実
施して学生の就職活動を支援した。

従来、保育学科では保育の質を高め、様々なニーズに応えることができる保育者の

養成を目指し、「保育士資格」「幼稚園教諭二種免許状」の他に 9 つの資格取得が可能
となっている。「認定ベビーシッター」取得に必要な「在宅保育」を選択科目として開

講し、例年多くの学生が取得している。「幼児体育指導者 2 級」は、夏休みに本学で受
講取得できる体制を作っており、8 割近くの学生が取得の実績を上げている。「こども
環境管理士 2 級」は幅広い学習が必要でやや難易度の高い資格であるが、専任教員が
個別に指導するなどの試験対策支援を行っている。他には「こども音楽療育士」「認定

ピアヘルパー」などの資格取得が可能で、保育現場で役立つこれらの多彩な資格は、プ

ラスアルファの保育技術・知識を身につけた学生として就職採用面接で高く評価され

ている。令和 4 年度には新たに追加された「こども食物アレルギー実務課程修了証」
令和 5 年度の入学生から取得可能となった。 
ライフデザイン総合学科では、複数回のガイダンス、グループ面接対策指導、キャリ

アアドバイザーによる個別面談を行い、学生の就職活動を支援している。また、キャリ

アアドバイザーと専任教員が定期的にミーティングを行い、学生一人一人の就職活動

状況を共有する機会を設け、きめ細やかな就職指導が行える体制を整えている。  
就職ガイダンスは 2 年間に 5 回行っている。1 年生 9 月の第１回目では就職に向け

ての流れと支援について、第 2 回目でこれから始まる就職活動に向けての具体的な活
動方法について説明し、学生がスムーズに就職活動を進めることができるよう指導し

ている。第 3 回目以降のガイダンスでは、刻々と変わる就職状況の実情に合わせた指
導を行い、すべての学生が適切な就職活動を行えるように支援を行っている。また、1
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年生 2 月に短大生向け就職セミナー、3 月に就職フェア・ツアーなど、全員参加の就職
に関する行事を行い、学生の就職へ向けてのモチベーションアップに繋げている。ま

た、すでに基準Ⅱ-A-4 教育課程の職業教育でも述べたとおり、ライフデザイン総合学

科では職業教育、就職支援として、平成 30 年度より 1 年生後期の 1 カ月余経過した時
期に、卒業生(社会人１年目)数名に来てもらい「NJ 講座（なりたい自分講座）」を、１
年生後期の最終時期に学科行事として「就職出陣式」を、全員参加必修で行っている。

何れも就職活動に向けて情報を獲得し、職業意識を高め、実際の就職活動という行動

に確実につなげていくために非常に貴重で、有効な機会となっている。令和 5 年度は、
学生にとって有益な職業教育を実施していくというこれまでと同様の趣旨で、卒業生

に代わり就職内定が決まった 3 名の 2 年生にそれぞれの就職活動における経験や学びを
話してもらい、貴重な情報を提供することができた。さらに、「就活メイク講座」や「就活

スタート集中セミナー」、また「就職フェア・ツアー」など、具体的な就職活動につながる
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進学に対する支援については学科ごとに行っている。  
保育学科では、4 年制大学への編入学を希望する学生について、就職担当教員が学生
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＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞ 
学生支援は学生委員会が中心となり実施している。学友会執行委員は、令和 3 年度の学

友会総会で学友会役員数の改定を審議し承認された「学友会会則」に基づき選出された。

令和 4 年度に引き続き、対面で樟葉祭を実施することができた。今後も学生生活の充実に
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むけ、学生主体による学友会行事充実発展についてサポートしていくことが課題である。 
 
＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞  
なし  

 
＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞ 
 
今回の自己点検・評価の課題についての改善計画  

CAP 制の妥当性、シラバスに記載の授業時間外学習の時間の最適化に関して検証し
ていく。両学科の教育課程に関しては、学生の学修成果の検証を引き続き行っていく。

「ルーブリック」評価の定着と妥当性に関しても引き続き検証していく。本学で学ん

だ学修成果が進路に活かされているかの卒業生への調査に関しては、令和 5 年度から
「卒業生アンケート」として本格的に実施することができた。今後はアンケートの充

実と活用を進めていくことが課題となる。  
令和 5 年度は、樟葉祭等学友会主催の学校行事の様子を見ながら対面で一日開催の

形式で実施した。次年度はコロナの感染等にも配慮し、新しい学友会行事開催、発展

について検討していく。  
 

基準Ⅲ 教育資源と財的資源
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】
 
［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 
 
＜根拠資料＞

備付資料 四條畷学園短期大学紀要 年第 号、 四條畷学園短期大学

紀要 年第 号、 四條畷学園短期大学紀要 年第 号、

外部研究資金の獲得状況一覧表、 ・ 活動紹介、 メンター制

度

備付資料 規程集 教員任用規程（短期大学）、 四條畷学園教育職員人事評

価規程、 四條畷学園短期大学教員の研究活動ならびに研究倫

理に関する規程、 四條畷学園短期大学研究費及び研究旅費の

取扱について、 大学及び短期大学教員の個人研究費規程、

海外出張規程、 四條畷学園短期大学教学委員会規程、 短

期大学事務室運営規程、 学校法人四條畷学園 危機管理マニ

ュアル、 就業規則、 定年退職規程、 大学・短期大学

の教授、准教授、講師、助教の授業担当時間数及び勤務時間数等

に関する規程、 事務職員及び校務職員の勤務時間に関する規

程、 教職員の時差出勤に関する規程、 教職員の指定休務

日に関する取扱い、 嘱託職員勤務規程、 非常勤講師勤務

規程、 学長及び学部長・学科長・校園長の選任に関する規程、

副学長及び副校園長の選任について 四條畷学園大学・短

期大学客員教授及び客員准教授規程、 四條畷学園短期大学名

誉教授称号授与規程、 公開講座等の講師委託に関する規程、

音楽研究室教員の勤務等に関する規程

［区分 基準Ⅲ-A-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編制している。 
（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数

を充足している。 
（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の

経歴等、短期大学設置基準の規定を充足している。 
（4） 教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼任・兼担）

を配置している。 
（5） 非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準

の規定を準用している。 
（6） 教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置している。  
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（7） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。  
 
＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞
本学の学科および教員組織は、短期大学設置基準に基づき、所定の監督官庁の承認

を得て、設置・編成されている。  
設置基準による「必要専任教員数」は、保育学科 8 名、ライフデザイン総合学科 5

名、および入学定員による必要専任教員数 4 名の合計 17 名であり、各学科の必要専任
教員人数は、以下の表の通り短期大学設置基準に定められた条件を満たしている   ((備備
付付--規規程程集集  8877))。 

四條畷学園短期大学 年齢別教員数 令和 （ ）年 月 日現在）

年代 代 代 代 代 合計

保育学科 人 人 人 人 人

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ
総合学科

人 人 人 人 人

合計 人 人 人 人 人

 
本学の専任教員は、十分な教育実績、研究業績を有する者、および特定の分野につい

て短期大学の教育を担当するにふさわしい能力を有するもので構成されており、下表

の通り専任教員 17 名中、「教授職」の人数は 6 名で専任教員の約 35%で、専任教員の
3 割以上の職階が「教授」である。 

 

四條畷学園短期大学 職階別教員数 令和 ）年 月 日現在）

職階 教授 准教授 専任講師 助教 合計

保育学科 人 人 人 人 人

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ
総合学科

人 人 人 人 人

人数 人 人 人 人 人

 
教育課程編成・実施の方針に基づいて、教職再課程認定における必須となる専任教

員をはじめ、専門性が高く非常勤教員で代替できる科目については業績、指導実績を

確認の上で非常勤教員を配置している。  
また、非常勤教員の採用については、学位、研究業績、その他の経歴等を確認し、短

期大学設置基準の規定等を準用して教授会で適正に審議、承認されている。  
補助教員等の配置はない。  
専任教員の採用および昇任については、「教員任用規程」「教育職員人事評価規程」

((備備付付--規規程程集集  9955))が定められており、資格審査委員会の審査、面接を経て、人事に関す
る会議の開催、教授会の審議、承認など関係者にはすべて公開されており、規程等に基

づいて適正に執り行われている。  
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［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究活動

を行っている。］

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は教

育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。 
（2） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。  
（3） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。 
（4） 専任教員の研究倫理を遵守するための取組みを定期的に行っている。  
（5） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。  
（6） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。 
（7） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。 
（8） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。  
（9） FD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 

 ① 教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。  
（10） 専任教員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう学内の関係部署と連携し

ている。 

＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞
専任教員の研究活動については、教育課程編成・実施の方針に基づいて、令和 5 年

度も本学の研究紀要への投稿、学外の諸研究論文集、学会誌への投稿および発表、また

各種学会での口頭発表等を中心に、成果をあげている((備備付付--6677～～6699))。 
科学研究費補助金、外部研究費等については、令和 4 年度は科学研究費補助金 2 件

継続、外部研究費で 1 件獲得し、令和 5 年度は科学研究費補助金 1 件継続、1 件新規、
外部研究費で 1 件獲得している((備備付付--7722))。 
研究活動に関する規程を整備している((備備付付--規規程程集集 3344))。また、研究倫理を遵守する

ため毎年度 1 回以上の不正行為等コンプライアンス勉強会を開催し、注意喚起、周知
徹底に継続して努めている。  
本学紀要については、毎年研究発表の機会を教員に提供すべく、図書・紀要編纂委員

会により原稿の募集から最終校正、発刊に至るまでの運営が行われている。この紀要

には研究論文以外にも発刊紀要年次ごとの専任教員別研究活動、社会的活動等が掲載

され、本学教員の研究活動の全貌が把握できる。紀要の公開については、「四條畷学園

大学・四條畷学園短期大学学術機関リポジトリ」においても広く一般に公開されてい

る。  
本学では、全専任教員が個々の研究室を所有し、研究に専念できる環境を確保して

いる。研究室は個別の学生指導にも利用されている。また、教員には週に 1 日「離任
地研修日」の取得が認められ、研究、研修等を行う時間を確保している。  
本学規程「四條畷学園短期大学研究費及び研究旅費の取扱いについて」((備備付付--規規程程集集

3333))、および「大学及び短期大学教員の個人研究費規程」 ((備備付付--規規程程集集   2277))において、
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専任教員の職階別による個人研究費が定められ、自由な研究活動のための支出が認め

られ、研究、研修等を行う時間も認められている。また、「四條畷学園短期大学教員の

研究活動ならびに研究倫理に関する規程」を設け、教員が研究に取り組む際の基本的

な指針を策定している。  
専任教員の「留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程」については、「海外出

張規程」((備備付付--規規程程集集 110000))が設けられ、国際的な様々な分野の教育・研究活動にも対応
している。   
教員の FD 活動に関しては、「四條畷学園短期大学教学委員会規程」((備備付付--規規程程集集 4455))

を整備し、令和 4 年度以降 FD・SD 委員会を包括した教学委員会が研修会等の実施方
法、実施時期の検討を進め適切に実施している。また、教学委員長を中心に「授業評価

アンケート」や「授業についての満足度調査」等を全教員で取り組む体制を構築してい

る。また、ウェブサイト上でこれらの積極的かつ適正な情報公開も行われている。授業

評価や授業の満足度等アンケート調査報告書はとりまとめ、公開することで本学の教

育活動の発展と充実に寄与している。また、能動的な学修を促す取り組みとして注目

されているアクティブラーニングについての研修やコロナ禍においては動画視聴と報

告書の共有を主体とした研修等、教員(専任・非常勤)、職員を対象とした FD・SD 研修
会を毎年開催している。なお、上記の調査等についてはウェブサイト上の FD・SD 活
動紹介の中で公開している。教員は FD 活動、および研修会を通して授業・教育方法の
改善を行っており、その取り組み、分析評価、今後の課題について、研究成果の公開も

行っている((備備付付--7744))。令和 5 年度も授業参観をコロナ禍以前と同様に取り組み、その
報告書の全面公開は学生の学修成果獲得のための授業改善等に有効に機能している。

さらに、授業評価や授業の満足度についてもアンケート調査報告書をとりまとめ、公

開することで本学の教育活動の発展と充実に寄与している。  
また、専任教員は事務職員と綿密に情報交換、連絡等を行い、教育研究活動の充実・

向上に努め、学内の関係部署と連携して学生の学習成果の獲得が向上するようサポー

トを行っている。  

［区分 基準Ⅲ -A-3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備してい

る。］

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
（1） 短期大学の教育研究活動等に係る事務組織の責任体制が明確である。  
（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。 
（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。  
（4） 事務関係諸規程を整備している。 
（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。 
（6） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 
（7） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。  
（8） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携し

ている。 
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専任教員の職階別による個人研究費が定められ、自由な研究活動のための支出が認め

られ、研究、研修等を行う時間も認められている。また、「四條畷学園短期大学教員の
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な指針を策定している。  
専任教員の「留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程」については、「海外出

張規程」((備備付付--規規程程集集 110000))が設けられ、国際的な様々な分野の教育・研究活動にも対応
している。  
教員の FD 活動に関しては、「四條畷学園短期大学教学委員会規程」((備備付付--規規程程集集 4455))

を整備し、令和 4 年度以降 FD・SD 委員会を包括した教学委員会が研修会等の実施方
法、実施時期の検討を進め適切に実施している。また、教学委員長を中心に「授業評価
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告書の共有を主体とした研修等、教員(専任・非常勤)、職員を対象とした FD・SD 研修
会を毎年開催している。なお、上記の調査等についてはウェブサイト上の FD・SD 活
動紹介の中で公開している。教員は FD 活動、および研修会を通して授業・教育方法の
改善を行っており、その取り組み、分析評価、今後の課題について、研究成果の公開も

行っている((備備付付--7744))。令和 5 年度も授業参観をコロナ禍以前と同様に取り組み、その
報告書の全面公開は学生の学修成果獲得のための授業改善等に有効に機能している。

さらに、授業評価や授業の満足度についてもアンケート調査報告書をとりまとめ、公

開することで本学の教育活動の発展と充実に寄与している。  
また、専任教員は事務職員と綿密に情報交換、連絡等を行い、教育研究活動の充実・

向上に努め、学内の関係部署と連携して学生の学習成果の獲得が向上するようサポー

トを行っている。  

［区分 基準Ⅲ -A-3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備してい

る。］

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
（1） 短期大学の教育研究活動等に係る事務組織の責任体制が明確である。  
（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。 
（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。  
（4） 事務関係諸規程を整備している。 
（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。 
（6） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 
（7） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。  
（8） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携し

ている。 
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＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞
本学の事務組織は、学科に係る所管業務（事務）を課長が管理、全体を短期大学事務

長が統括する管理体制になっている。従って、事務長が事務に関する最高責任者であ

り責任体制は明確である。現在、「清風学舎」「北条学舎」にそれぞれ独立した事務室と

大学と短期大学の共通事務を担う学生支援センターが設置されている。事務長（清風

に常駐）の統括の下、課長を配置し、事務職員の人数は、清風学舎 4 名、北条学舎 4 名
の合計 7 名と少人数体制で運営しているが、学生支援センターと連携のうえ係替えや
多能化、効率化などの各々の努力により、体系的な協力体制を整え、多様化する日常業

務を的確に対処するとともに、年度の主要行事に関する様々な事務・対応（具体的には

「広報関係(オープンキャンパス他)」「入試関係」「成績管理」「入学・卒業関係」およ
び「実習関係」など）にも取り組んでいる。各事務職員は事務をつかさどり専門的な職

能を有し、日々知識を高めている。情報交換、意見交換などは頻繁・緊密に行われ各々

の能力や適性が状況に応じて発揮できる環境を整えている。  
また、「短期大学事務室運営規程」」((備備付付--規規程程集集  2299))を整備し、規程に則り教務、学

生、入試、就職等の所管事務を処理している。  
清風、北条の各事務室には、コピー・ファックス、印刷機、貸し出し用ノートパソコ

ン、各種ケーブルなど十分な OA 機器類を、授業や研究活動および事務作業などに支
障がないよう整備している。また、「短期大学の危機管理」に関しては、「学校法人四條

畷学園 危機管理マニュアル」((備備付付--規規程程集集 113300))に基づき、事務職員がその内容を理
解し、その内容に従って、自然災害、重大事故、健康被害等への事前・事後対策を的確

に行えるよう、常日頃より、十分に問題意識を持ち、対応できる体制（災害発生時の優

先的出勤者を任命する。災害備蓄品や防災グッズ整備）を整え、組織的対応を図るよう

に努めている。  
これら事務関係諸規程のもと、事務職員は日常的に業務についても毎日の事務処理

の見直しや、点検・評価を行い、改善している。  
事務職員の SD 活動については、「四條畷学園短期大学教学委員会規程」が設けられ

ており、毎年 FD・SD 共同研修会を実施する等積極的に取組んでいる。   
さらに、学生の学習成果の獲得が向上するよう外部研修への積極的参加等、教員や

関係部署との連携も進め、事務職員全体として能力の向上に努めている。  
 

［区分 基準Ⅲ-A-4 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に

行っている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。 
（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。 
（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。 

＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞
本学園短期大学の教職員の勤務・就業に関する諸規程((備備付付--規規程程集集 6688、、7722、、7744～～7766、、

7788～～8800、、8888、、8899、、9911、、9933、、110077、、110088))を下記の通り整備している。  
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＊就業規則  
＊定年退職規程  
＊大学・短期大学の教授、准教授、講師、助教の授業担当時間数及び勤務時間数等に関

する規程  
＊事務職員及び校務職員の勤務時間に関する規程  
＊教職員の時差出勤に関する規程  
＊教職員の指定休務日に関する取扱い  
＊嘱託職員勤務規程  
＊非常勤講師勤務規程  
＊学長及び学部長・学科長・校園長の選任に関する規程  
＊副学長及び副校園長の選任について  
＊四條畷学園大学・短期大学客員教授及び客員准教授規程  
＊四條畷学園短期大学名誉教授称号授与規程  
＊公開講座等の講師委託に関する規程  
＊音楽研究室教員の勤務等に関する規程  
 
平成 29 年度より「メンター制度」を導入し、副学長・学科長・事務長による新入教

職員への指導、フォローの強化に取組んでいる。教職員が新たに採用された場合は、メ

ンター・メンティー研修((備備付付--7755))等を通し、学園の歴史や学生指導の基本的考え方、
各種規程について説明し、理解の徹底に努めている。  
また、これらの規程に変更がある場合は、専任教員には「教授会」「学科会議」など

で、本務・嘱託・アルバイト職員には、事務室での「朝礼のミーティング」などにおい

て、随時変更点・注意点などを説明、周知徹底している。  
教職員の就業については、上述の規則・規程等に従い、管理職により適正に管理され

ており、問題は生じていない。  
 
 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞  
専任教員の定年に伴う新入教員への入替によって教員の平均年齢が下がり若返りが

図られていることから、新規採用の教職員の育成、指導力の強化を継続的に注力して

いく。

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞  
なし
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平成 29 年度より「メンター制度」を導入し、副学長・学科長・事務長による新入教

職員への指導、フォローの強化に取組んでいる。教職員が新たに採用された場合は、メ

ンター・メンティー研修((備備付付--7755))等を通し、学園の歴史や学生指導の基本的考え方、
各種規程について説明し、理解の徹底に努めている。  
また、これらの規程に変更がある場合は、専任教員には「教授会」「学科会議」など

で、本務・嘱託・アルバイト職員には、事務室での「朝礼のミーティング」などにおい

て、随時変更点・注意点などを説明、周知徹底している。  
教職員の就業については、上述の規則・規程等に従い、管理職により適正に管理され

ており、問題は生じていない。  
 
 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞  
専任教員の定年に伴う新入教員への入替によって教員の平均年齢が下がり若返りが

図られていることから、新規採用の教職員の育成、指導力の強化を継続的に注力して

いく。

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞  
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［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］

＜根拠資料＞

備付資料 校地、校舎に関する図面 校舎配置図【清風学舎】【北条学舎】、 図

書館の概要

備付資料 規程集 固定資産及び物品管理規程、 固定資産実査マニュアル、

四條畷学園情報システム運用管理規程

［区分 基準Ⅲ-B-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、そ

の他の物的資源を整備、活用している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 
（2） 適切な面積の運動場を有している。 
（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 
（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。 
（5） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習室、実験・実

習室を用意している。 
（6） 通信による教育を行う学科・専攻課程を開設している場合には、添削等によ

る指導、印刷教材等の保管・発送のための施設が整備されている。  
（7） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・備品を整備し

ている。 
（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。 
（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数及び座席

数等が適切である。 
 ①  購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。  
 ②  図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。  

（10） 適切な面積の体育館を有している。 
（11） 多様なメディアを高度に利用して教室等以外の場所で授業を行う場合、適切

な場所を整備している。 
 
＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞
短期大学の校地・校舎面積については、校地面積が 18,749 ㎡、収容定員数が 360 名

であることから、学生 1 名あたり 52.1 ㎡となり設置基準で定められた 1 名あたり 10
㎡を上回っている((備備付付--7766))。 
校舎面積も 5,895 ㎡、設置基準で定められた 3,900 ㎡（保育学科 2,350 ㎡、ライフ

デザイン総合学科 1,550 ㎡の合計）を上回っている。  
清風学舎内には、障害者も利用できる多目的トイレ、点字表示、点字ブロック、車い

す対応のエレベーター、スロープを設けている。北条学舎にも同様の多目的トイレや

階段には手すりを設置している。  
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清風、北条の両学舎とも、各学科の教育課程編成・実施方針に基づき十分な講義室、

演習室、実習室等が設置されている。清風学舎には、小児保健実習室、木工室、絵画室、

パソコン教室、調理実習室が設置されている。また、音楽の授業には、グリムホール、

合奏室、合唱室、理論講義室があり、加えて、グランドピアノを備えたピアノ研究室 10
室、アップライトピアノを備えた練習室 11 室も整備されている。  
北条学舎には、パソコン教室を 3 室、造形実習室、調理実習室が設置されている。  
本学は通信による教育を行う学科・専攻課程を開設していない。  
教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うため教室には、コンピュータ、プロ

ジェクター、スクリーンが設置され、パワーポイントや諸メディアを活用した授業に

支障のない設備、機器を揃えている。また、令和 5 年度には、清風学舎・北条学舎と
もに全ての一般教室にノートパソコンを設置した。学生が、教育上の連絡・報告事項な

どを確認するためのコンピュータも学舎内の随所に備え付けている。さらに、清風学

舎のパソコン教室に 47 台、北条学舎のパソコン教室に 83 台、合計 130 台のコンピュ
ータを配備しており、学生は主としてユニパの閲覧やレポート作成するために活用し

ている。  
図書館関係においては、大学と共有で、学園町図書館 (看護学舎)、北条図書館(北条

学舎)を配置しており、合計で広さは約 806 ㎡（学園町図書館 332.96 ㎡、北条図書館
472.99 ㎡）となっている。学生が利用できるパソコンは、合計で 51 台(学園町図書館
35 台（内、検索用 2 台）、16 台（内、検索用 2 台）)、自習など利用できる座席数とし
ては、学園町図書館 93 席、北条図書館 80 席が設置されている。学園町図書館には、
グループ学習室 2 部屋が配置されている。  
蔵書数については合計で約 65,000 冊（雑誌、視聴覚資料を含む）を有しており、基

本的な参考図書、関連図書の整備、教員の推薦する参考書については年次見直しする

など、随時購入し配架している。((備備付付--7777)) 
図書の購入については、丸善雄松堂株式会社の「購入図書選定システム」を活用して

いる。廃棄についても、廃棄予算を計上して蔵書管理を計画的に実施している。  
体育関係設備については、北条学舎に短大専用の体育館（バドミントンコート 2 面

が取れる）を有し、「スポーツ I」「スポーツ II」「バレエ I」「バレエ II」「HIP HOP I」
「HIP HOP II」「HIP HOPⅢ」「HIP HOPⅣ」などの授業にも活用している。  
教室以外でも多様なメディアを利用できるように清風学舎、北条学舎の LAN 環境の

整備を進めるとともに、専任教員にウェブカメラ、USB スピーカーを配布し、研究室
等でも遠隔授業の配信が行える体制を整えた。また、貸出用パソコンを清風事務室 4 台
北条事務室 2 台、計 6 台を配備した。  

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程に含め整備

している。 
（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。  
（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。 
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（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。  
（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。 
（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。  

＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞
本学園および短期大学を含めた固定資産は、固定資産取り扱いルールや「固定資産

及び物品管理規程」((備備付付--規規程程集集 111199))、「固定資産実査マニュアル」((備備付付--規規程程集集 114499))
等に基づき適正に管理されている。   
法人本部からの指示のもと、「固定資産実査マニュアル」などの規程集に記載された

ルールに従い、短期大学事務長が実施責任者として速やかに短期大学の保有する固定

資産の管理・点検が行える体制となっている。  
また、危機管理という点については、火災、地震、防犯に対する対策を中心に「学校

法人四條畷学園 危機管理マニュアル」に基づき、重大事象が発生した時にも対処で

きる緊急連絡体制の確認や備蓄物品の入れ替えなど、定期的な訓練・点検を実施して

いる。  
危機管理すべき事項の一つである「火災・避難」については、令和元年 8 月短期大

学清風学舎において「大東市消防局」の指導の下、学生・教職員が参加し、学舎別に

「消防避難訓練」実施および「消火器の取り扱い方」の指導を受けた。  
令和 2年度はコロナウイルス感染症予防のため、消防避難訓練は実施しなかったが、

消防署による設備点検等は実施済みである。令和 3 年度・令和 4 年度・令和 5 年度は、
同じくコロナウイルス感染症予防のため対面での訓練は実施せず、消防署と連携し防

災関係の動画を学生に配信し、視聴するよう指導した。  
コンピュータシステムのセキュリティ対策については、法人本部が学園全体の管理、

ファイアーウォール設定機器の設置及びウイルス対策ソフトの導入等、各種対応・対

策を講じている。法人本部により学園全体の「四條畷学園情報システム運用管理規程」

((備備付付--規規程程集集 2244))を制定し、運用している。  
エネルギーの節約に関しては、清風学舎で太陽光発電や中水（雨水）を活用した水洗

トイレを全館に導入し、省エネ、省資源を実践している。また 5 月から 10 月の期間を
「軽装勤務」として設定、冷房温度を適正に調整するなどの節約に努めている。また、

館内および教室ごとに節電の掲示などを行い、省エネ活動に取り組んでいる。  
 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞  
デジタル回線への入替ができていない一部教室について、計画的に更新していく。  

 
＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞  
令和 5 年 12 月に、清風学舎 202 教室・402 教室の映像機器をアナログ回線からデジ

タル回線に入替。また、同教室の吊り下げ型モニターも一緒に入替を実施した。  
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［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

＜根拠資料＞

備付資料 マルチメディア教室、コンピュータ教室等の配置図、 学内 敷

設状況

［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を獲

得させるために技術的資源を整備している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支援、施設設

備の向上・充実を図っている。 
（2） 情報技術の向上に関するトレーニングを学生及び教職員に提供している。  
（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持

している。 
（4） 技術的資源の分配を常に見直し、活用している。 
（5） 教職員が教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用できる

よう、学内のコンピュータ整備を行っている。 
（6） 学生の学習支援のために必要な学内 LAN を整備している。 
（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行っている。  
（8） コンピュータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備し

ている。 

＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞
教育課程編成・実施の方針に基づいて教務・学生支援システムなどの技術的資源・設

備を充実させるため本学では、「教務情報システムポータルサイト（ユニパ）」を導入

し、学生の成績、授業への出欠管理、シラバス掲示、休講通知などの重要情報の伝達、

学生の時間割、定期試験の採点登録、学生および教職員に関する情報などを一元的に

管理できるようにしてきた。「ユニパ」は、外部インターネットからの学生・教職員の

アクセスも可能なように設計されており、学生及び教職員の様々な面での利便性の向

上に資するものとなっている。さらに、「ユニパ」の学習支援機能である「ユニパクラ

スプロファイル」を導入し e ラーニングに対応した運用を進めている。また、Google 
Classroom の利用模索等にも取り組んでおり、そのため、清風学舎のフリースペース

(3・4・5 階)を中心に Wi-Fi 受信設備を設置し、休憩時間でも「ユニパクラスプロファ
イル」等にアクセスできる環境を強化した。同様に、北条学舎 B 棟(2 階ラウンジ) に
も Wi-Fi 受信設備を設置した。さらに令和 5 年度からは、清風 202 教室、203 教室、
301 教室、小児保健実習室、401 教室～405 教室、北条第 1 教室、第 10 教室、第 8 教
室、第 3 教室、第 6 教室、体育館に Wi-Fi を設置し、オンラインの学修に対応できる
教室を増強した。  
令和 2年度以降令和 5年度においてもオンライン学習システム GoogleClassroom等
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スプロファイル」を導入し e ラーニングに対応した運用を進めている。また、Google 
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の利用ガイダンスを行い、技術的支援を充実させている。また、学生に対しては授業の

空き時間や授業終了後には自由にコンピュータが利用できる環境を整備している。北

条学舎の 3 つのパソコン教室においてはコンピュータを自由に利用し、操作に関する
練習を行うことができるよう教室を開放している。学生は、それらのコンピュータを

十分に活用し、「ユニパ」に掲示されている情報など自由に閲覧できるとともに、パソ

コン準備室の助手の支援のもとスキル面のトレーニングに活用することができる ((備備
付付--7799))。 
また、ライフデザイン総合学科を中心に MicrosoftWord や MicrosoftExcel の資格獲

得に向けた学びの期間を設けている。令和 5 年度においても、感染対策に十分配慮し
た上で実施され、資格試験受験者の 90％以上が合格するなど成果を残した。  
学生や教職員が活用するコンピュータ等の機器類やその配置については、事務職員、

情報準備室職員が随時確認・点検し、必要に応じて整備、交換等を行い、授業運用に適

切な状態を保持している。これら技術的資源の分配に関しては、現状把握に努め、常に

見直した上で活用を進めている。  
また、教職員が教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用できる

ように、パソコン教室を清風、北条の両学舎に設置し（清風に 1 教室、北条に 3 教室
の合計 4 教室）、合計約 130 台のコンピュータを配備し、情報関係の授業に積極的に活
用している。 
令和 4 年 4 月には、「キャリアセンター」を清風学舎学生支援センターに再設置し、

2 名の専任のキャリアアドバイザーを配置した。そこには 2 台のコンピュータを配置
して、学生が就職活動に利用するなど、学内のコンピュータ整備を進めている。  

LAN 環境の整備については、継続的に学生の学習支援に資するよう学内の無線 LAN
の拡充を進めている。無線 LAN については、非常勤教員の遠隔授業や課題配信等の利
用においても活用できる環境構築に努めている。コロナ禍での遠隔授業の拡大により、

動画配信、ファイル共有など多様な授業形態に対応できるよう無線 LAN 対応機器類の
充実を図るなど、令和 5 年度も環境の最適化及び更新を推進している((備備付付--7788))。 
技術的支援の充実によって、専任教員、非常勤教員ともに「ユニパクラスプロファイ

ル」や遠隔会議アプリケーションである Zoom や Google Classroom、Youtube を活用
した動画配信等の新しい情報技術を活用して、各専門性に即した効果的な授業に取り

組んでいる。また、それらの授業及び校務のオンライン化に対応するため、貸し出し用

として清風学舎で 4 台、北条学舎で 2 台のノート型パソコンを準備している。  
特別教室としては、パソコン教室を清風学舎に 1 教室、北条学舎に 3 教室を整備し

ている。  

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞  
なし  

 
＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞  
なし
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［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

＜根拠資料＞

提出資料 令和 （ ）年度資金収支計算書、 令和 （ ）年度資金収

支計算書、 令和 （ ）年度資金収支計算書、 令和 （ ）

年度 資金収支内訳表、 令和 （ ）年度 資金収支内訳表、 令

和 （ ）年度 資金収支内訳表、 令和 （ ）年度 貸借対照表、

令和 （ ）年度 貸借対照表、 令和 （ ）年度 貸借対照

表、 令和 （ ）年度 活動区分資金収支計算書、 令和 （ ）

年度 活動区分資金収支計算書、 令和 （ ）年度 活動区分資金収

支計算書、 令和（ ）年度 事業活動収支計算書、 令和（ ）

年度 事業活動収支計算書、 令和 （ ）年度 事業活動収支計算書、

令和 （ ）年度 事業活動収支内訳書、 令和 （ ）年度

事業活動収支内訳書、 令和 （ ）年度 事業活動収支内訳書、

学校法人 四條畷学園 寄附行為、 中・長期の財務計画、 令和 年

（ 年度）事業報告書、 令和 年（ 年度）事業計画書

備付資料 寄付金・学校債の募集に関する印刷物、 財産目録及び計算書類

備付資料 規程集 資産運用規程、 学校法人四條畷学園寄附金等取扱規程

［区分 基準Ⅲ 財的資源を適切に管理している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。 

 ① 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 
 ② 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握

している。 
 ③ 貸借対照表の状況が健全に推移している。 
 ④ 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。  
 ⑤ 短期大学の存続を可能とする財政を維持している。 
 ⑥ 退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。 
 ⑦ 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。 
 ⑧ 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。 
 ⑨ 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適

切である。 
 ⑩ 公認会計士の監査意見への対応は適切である。 
 ⑪ 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。

 ⑫ 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。
 ⑬ 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 
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（2） 財的資源を毎年度適切に管理している。 
 ① 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と

予算を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。  
 ② 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。

 ③ 年度予算を適正に執行している。

 ④ 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告して

いる。

 ⑤ 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、

資金出納簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理

している。

 ⑥ 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告してい
る。

 
＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞
令和 5 年度の短期大学の定員確保については、収容定員充足率は保育学科が 89.0％、

ライフデザイン総合学科が 73.1％、両学部合わせて 81.9％となる。令和 5 年度中の除
籍を含む退学者数は、保育学科は 11 名、ライフデザイン総合学科は 6 名となった((提提
出出--3344～～3366))。 
令和 5 年度は両学科ともに定員を充足させることができなかったことにより、短期

大学単体の事業活動収支差額は令和 3年度および令和 4年度は収入超過だったものの、
令和 5 年度は入学者数の減少等によりわずかながら支出超過となった。  
学園全体の事業活動収支差額は、令和 3 年度は土地の売却収入および移転補償金収

入により収入超過となった。令和 4 年度および令和 5 年度の事業活動収支差額は高等
学校の在籍者の増加による学納金収入や補助金収入の増加により収入超過となった。  
貸借対照表については令和 8 年に学園創立 100 周年を迎えるにあたり中高図書館の

リニューアル工事を実施したため固定資産が増加した。  
私学事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分」の手法による当学

園全体の経営分析の結果は「A3（正常状態)」の区分に入る。  
また、学園は無借金であり、外部資金の導入や資産の処分等は検討していない   ((提提出出

--1166～～2211、、3311～～3333))。 
退職給与引当等は全額を引き当てており、また、学園全体の減価償却等要積立額に

対する運用資産は資産運用規程に基づき適切に運用・管理されている ((備備付付 --規規程程集集
112211))。 
教育研究経費は適正水準である経常収入の 20％を超えている。令和 5年度の比率は、

学園全体では 28.3％、短期大学単体では 33.7％となる。教育研究用の施設設備及び学
習資源（図書等）についての資金配分についても、個々人の研究費や図書館における年

間予算を学科別に配分する等、資金配分には留意している((提提出出 2222～～3300))。 
監査法人は、現地調査を含め財的資源の確認において年間を通した指導が行われて

おり、監査意見や指導事項についても都度対応する等、適切に対応している。  
寄附金は、寄附金等取扱規程((備備付付--規規程程集集 2211))に基づいて適切に募集している。令和
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5 年度は一般寄附金および学園創立 100 周年記念事業寄附金を募集した。募集は学園
に属する各校園毎に広く募り、法人が受け入れ、校園別に管理している。寄附者への返

礼品は寄附金額の約 30％程度の金額の物品に留めている((提提出出--3377))、((備備付付--8800))。 
学園の業務並びに財産の状況については監事および内部監査の確認の上、監事は監

査報告書をまとめている。また、外部機関の監査法人が業務並びに財産の状況につい

て適切に監査し、監査報告書をまとめている((備備付付--8811))。 
 
［区分 基準Ⅲ-D-2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態

を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 短期大学の将来像が明確になっている。 
（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。  
（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。  

 ① 学生募集対策と学納金計画が明確である。 
 ② 人事計画が適切である。 
 ③ 施設設備の将来計画が明瞭である。 
 ④ 外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。 

（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費
（人件費、施設設備費）のバランスがとれている。 

（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。  

［注意］ 
基準Ⅲ-D-2 について 
（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区

分（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計
画を策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。改善計画書類は提

出資料ではなく備付資料とする。 
（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要

を記述する。 

＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞
本学は、高等教育機関として、教養と高い専門性を身につけ、地域社会で積極的に活

躍できる人材を育成するという社会的役割を担っている。現在、短期大学で設置して

いる両学科の多彩な学びは幼稚園、保育所、各企業等からの高い評価を得ており、広く

意見を取り入れながら、「人間力」のある短期大学士を輩出する教育を展開していくこ

とを目指すものであり、将来像は明確である。  
短期大学では、学長、副学長以下で経営方針を話し合うメンバーが明確に選定され、

運営協議委員会が定期的に開かれ、短期大学の将来像や教学マネジメント他について

活発な議論が行われている。  
令和元年度には、学園高校とは別に８つの一般高校との連携協定や、オープンキャ
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ンパスや広報関係等募集力強化のための施策を実施している。しかしながら、少子化

や専門学校と 4 年制大学との競合等、厳しさを増す募集環境の影響により、短期大学
の収容定員充足率は引き続き厳しい状況が続いている。  
短期大学の経営状態、財政状況の厳しさについては、短期大学と本部で認識が共有

されている。法人本部や広報課(IR 室)で、近隣地域人口の推移、周辺短期大学の入学
者等の状況や併設高校等の進路に関する情報、各種客観的データの収集・分析を行い、

本学の強み、弱みを明らかにしながら、募集活動の強化等、各種施策に取組んでいる。

経営を取り巻く環境の厳しさが増し、短期大学全体の将来像は楽観視できないが、本

学の学科別の定員充足率や人件費比率、経常収支額の推移等から、学科別の特性や固

有の課題を含めた危機意識は共有されている。  
今後も、魅力ある学科づくり、就職率の高さをアピールするなど、「募集力の強化」、

「就職率の高さ・質の高い就職先の確保」が最重要課題であり、継続した検討を続けて

いく必要がある。  
経営情報については、学園・短期大学のウェブサイト上に公開するとともに、理事長

が全学教職員会議等で短期大学をはじめとした総合学園に属する各校園の個別状況、

決算・予算についてわかりやすく説明するとともに、学園全体として危機意識を共有

している。  
なお、日本私立学校振興・共済事業団の定量的な経営判断指標に基づく経営状態の

区分において、本学園の経営分析結果は「A3」に該当するため、経営改善計画書の作
成は必要ではないものの、中長期計画を策定し、2020 年度には人件費率の改善に着手
する等、長期ビジョン「SG90-100Plan」を基に持続発展するように経営改善に取り組
んでいる。  

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞  
短期大学の事業活動収支は、収入超過だった令和 3 年度および令和 4 年度から令和

5 年度は支出超過に転じ厳しい状況となったものの、学園全体では令和 3 年度から経
常収支差額は収入超過を継続し経営は安定している。収入超過となった主な要因は高

等学校の入学生数の増加による学納金の増加と学園全体の人件費の抑制によるもので

あり、今後も、事業活動収支、収容定員充足率の状況を踏まえた経費削減などきめ細か

い体質改善策を続けていく。  

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞  
なし

＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 
 
今回の自己点検・評価の課題についての改善計画

前述どおり、学園全体で経費削減に取り組んでいく。  
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】
 
［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］

＜根拠資料＞

提出資料 学校法人 四條畷学園 寄附行為

備付資料 理事会議事録【令和 年度】、 評議員会議事録

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。  

 ① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人
の発展に寄与できる者である。 

 ② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。 
 ③ 理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の議

決を経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び

事業報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。  
（2） 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定

機関として適切に運営している。 
 ① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。  
 ② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。 
 ③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。  
 ④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集してい

る。 
 ⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識してい

る。 
 ⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備してい

る。 
（3） 理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。 

 ① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営につい
て学識及び識見を有している。 

 ② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。  
③ 寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。

＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞
理事長は、平成 29 年 6 月就任後、寄附行為((提提出出--3377))に基づき法人を代表し、業務を

総理しているとともに建学の精神・教育目的、目標を理解し学校法人の発展に尽くし

ている。  
理事長は、毎月開催される「常任理事会」「校園長会議」「教頭会議」「大学・法人連
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携会議」「短大・法人連携会議」および「事務連絡会議」等を通して各校園ならびに全

学園の状況を十分把握し、懸案事項等については、これらの会議で協議している。ま

た、「持続発展可能な経営基盤の確立」を目指した長期ビジョン「SG 90-100 Plan」を
具体化するアクションプランである中長期計画に従って施策を確実に遂行している。 
毎会計年度終了後 2 か月以内に、監事の監査を受けて理事会の議決を経た決算およ

び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書および事業報告書）を評議員会に報

告し、その意見を求めている((備備付付--8888、、111133))。 
理事会は、理事長が招集し、定例理事会が年 6 回、さらに必要に応じ開催され、理

事長が議長を務め、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。理事

会は、短期大学の認証評価の意義を理解し、監査法人及び監事と連携して法人本部事

務局に設置した内部監査担当による実態把握に努める体制を整備するとともに、短期

大学を含む学園全体の運営について法的な責任があることを十分理解している。あわ

せて、短期大学の運営状況、募集状況、収容定員充足状況等について把握するととも

に、学内外の必要な情報を収集している。  
理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備し、法改正などにあ

わせて行う規程の改定については、制定されている規程との整合性を踏まえ、常任理

事会、評議員会等の意見を踏まえ、改定している。  
理事は、私立学校法第 38 条（役員の選任）および寄附行為第 6 条に基づき、大学学

長、評議員から 2 名、学識経験者から 6 名の法人の健全な経営に積極的に参加してい
ただける人材計 9 名が選任され、理事長は理事総数の過半数の議決により選任されて
いる。寄附行為には役員に、法令又は寄附行為に著しく違反したとき、心身の故障のた

め職務の執行に堪えないとき、職務上の義務に重大な違反があったとき、役員たるに

ふさわしくない重大な非行があった際の欠格事由を定めている。理事は学校法人の建

学の精神を理解し、その法人の健全な経営について十分な学識および見識を有してお

り、理事会において学園のために意見を述べている。  
 
 
＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞  
なし  

 
＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの特記事項＞  
なし

88



85 
 

携会議」「短大・法人連携会議」および「事務連絡会議」等を通して各校園ならびに全

学園の状況を十分把握し、懸案事項等については、これらの会議で協議している。ま

た、「持続発展可能な経営基盤の確立」を目指した長期ビジョン「SG 90-100 Plan」を
具体化するアクションプランである中長期計画に従って施策を確実に遂行している。 
毎会計年度終了後 2 か月以内に、監事の監査を受けて理事会の議決を経た決算およ

び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書および事業報告書）を評議員会に報

告し、その意見を求めている((備備付付--8888、、111133))。 
理事会は、理事長が招集し、定例理事会が年 6 回、さらに必要に応じ開催され、理

事長が議長を務め、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。理事

会は、短期大学の認証評価の意義を理解し、監査法人及び監事と連携して法人本部事

務局に設置した内部監査担当による実態把握に努める体制を整備するとともに、短期

大学を含む学園全体の運営について法的な責任があることを十分理解している。あわ

せて、短期大学の運営状況、募集状況、収容定員充足状況等について把握するととも

に、学内外の必要な情報を収集している。  
理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備し、法改正などにあ

わせて行う規程の改定については、制定されている規程との整合性を踏まえ、常任理

事会、評議員会等の意見を踏まえ、改定している。  
理事は、私立学校法第 38 条（役員の選任）および寄附行為第 6 条に基づき、大学学

長、評議員から 2 名、学識経験者から 6 名の法人の健全な経営に積極的に参加してい
ただける人材計 9 名が選任され、理事長は理事総数の過半数の議決により選任されて
いる。寄附行為には役員に、法令又は寄附行為に著しく違反したとき、心身の故障のた

め職務の執行に堪えないとき、職務上の義務に重大な違反があったとき、役員たるに

ふさわしくない重大な非行があった際の欠格事由を定めている。理事は学校法人の建

学の精神を理解し、その法人の健全な経営について十分な学識および見識を有してお

り、理事会において学園のために意見を述べている。  
 
 
＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞  
なし  

 
＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの特記事項＞  
なし
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［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］

＜根拠資料＞

提出資料 学則

備付資料 四條畷学園短期教授会議事録【令和 年度】、 ～ 校務分掌各

委員会議事録

備付資料 規程集 学長及び学部長・学科長・校園長の選任に関する規程、 教

授会規程、 ～ 校務分掌各委員会規程

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制

が確立している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。  

 ① 学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授
会の意見を参酌して最終的な判断を行っている。 

 ② 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有し
ている。 

 ③ 学長は、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実
に向けて努力している。 

 ④ 学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定め
ている。 

 ⑤ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している。 
 ⑥ 学長は、学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努め

ている。 
（2） 学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上

の審議機関として適切に運営している。 
 ① 教授会を審議機関として適切に運営している。 
 ② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。  
③ 学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定
めた教育研究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決

定している。 
④ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審
議する事項がある場合には、その規程を有している。 

⑤ 教授会の議事録を整備している。 
⑥ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。  

 ⑦ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切
に運営している。 

 
 

89



87 
 

＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞
学長は、「学長及び学部長・学科長・校園長の選任に関する規程」((備備付付--規規程程集集 8888))に

基づき選任され、バランスの取れた人格を有し、何事についても、偏った見方をするこ

となく、公正な目で物事を判断している。そして全ての教職員からの意見を公平に聴

取し、建学の精神を常に念頭に置きつつ、学生教育の質の向上、充実を図るとともに、

各教員の専門分野の研究を奨励している。学生に対する賞罰については、「学則」((提提出出
--55))、、第 11 章の定めに従い、教授会の議を経て厳正に対処している。  
また、学長は「学則」等の規定に基づき教授会を開催し、議長として、本学「教授会

規程」((備備付付--規規程程集集 3300))に則り、教授会を教育研究上の最高審議機関と捉え、円滑な会
議運営を行っている。学長は教授会への参加を、教授のみならず全ての専任教員およ

び事務長、課長に認めており、出席者全員が自由に発言の出来る機会を設け、独自に収

集した短期大学全体の動向や進むべき方向等に関する情報を共有できるような会議の

進行手法をとり入れている。そして縦割り組織の弊害が発生することのないよう細心

の注意を払い、円滑に会議を進行している((備備付付--9922))。 
定例教授会は月 1 回開催され、多種多様な「審議・報告事項」が取り上げられる。「重

要案件」などの審議においては、事前に各校務分掌の委員会などにおいて十分審議・検

討され教授会に上程される。学習成果や教育目標、三つの方針などに関する議題も随時

取り上げられるため、全教員がそれらについての共通認識を持ちうる場となっている。

学長は、学生の入学、学位の授与をはじめ、上記の重要事項等について教授会の意見を

聴取したうえで決定している。  
教授会の議事録は事務長が作成し、審議案件には必ず「説明資料」を用意するよう義

務付け、また、報告事項で資料等のない事項についても、口述筆記により出来るだけ簡

潔に要旨をまとめ、議事録として書き留めている。また、議事録は教授会終了後、すみや

かに学内情報システムにより、教授会参加メンバー全員に回覧し「承認を得る」扱いと

した運用をしている。  
委員会活動については、短大「校務分掌各委員会規程」((備備付付--規規程程集集 4433～～5588))に従い、

運営協議、教学、学生、就職、入試広報などの数多くの委員会が設置され、すべての専

任教員が複数の委員会に参加している。主要な委員会は原則月 1 回は開催され活発な
意見交換が行われている。そしてそこで検討された具体的な施策が、教授会などの審

議・承認を得、実施に移されていく((備備付付--9933～～110077))。 
 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞  
なし  

 
＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞  
なし
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＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞
学長は、「学長及び学部長・学科長・校園長の選任に関する規程」((備備付付--規規程程集集 8888))に

基づき選任され、バランスの取れた人格を有し、何事についても、偏った見方をするこ

となく、公正な目で物事を判断している。そして全ての教職員からの意見を公平に聴

取し、建学の精神を常に念頭に置きつつ、学生教育の質の向上、充実を図るとともに、

各教員の専門分野の研究を奨励している。学生に対する賞罰については、「学則」((提提出出
--55))、、第 11 章の定めに従い、教授会の議を経て厳正に対処している。  
また、学長は「学則」等の規定に基づき教授会を開催し、議長として、本学「教授会

規程」((備備付付--規規程程集集 3300))に則り、教授会を教育研究上の最高審議機関と捉え、円滑な会
議運営を行っている。学長は教授会への参加を、教授のみならず全ての専任教員およ

び事務長、課長に認めており、出席者全員が自由に発言の出来る機会を設け、独自に収

集した短期大学全体の動向や進むべき方向等に関する情報を共有できるような会議の

進行手法をとり入れている。そして縦割り組織の弊害が発生することのないよう細心

の注意を払い、円滑に会議を進行している((備備付付--9922))。 
定例教授会は月 1 回開催され、多種多様な「審議・報告事項」が取り上げられる。「重

要案件」などの審議においては、事前に各校務分掌の委員会などにおいて十分審議・検

討され教授会に上程される。学習成果や教育目標、三つの方針などに関する議題も随時

取り上げられるため、全教員がそれらについての共通認識を持ちうる場となっている。

学長は、学生の入学、学位の授与をはじめ、上記の重要事項等について教授会の意見を

聴取したうえで決定している。  
教授会の議事録は事務長が作成し、審議案件には必ず「説明資料」を用意するよう義

務付け、また、報告事項で資料等のない事項についても、口述筆記により出来るだけ簡

潔に要旨をまとめ、議事録として書き留めている。また、議事録は教授会終了後、すみや

かに学内情報システムにより、教授会参加メンバー全員に回覧し「承認を得る」扱いと

した運用をしている。  
委員会活動については、短大「校務分掌各委員会規程」((備備付付--規規程程集集 4433～～5588))に従い、

運営協議、教学、学生、就職、入試広報などの数多くの委員会が設置され、すべての専

任教員が複数の委員会に参加している。主要な委員会は原則月 1 回は開催され活発な
意見交換が行われている。そしてそこで検討された具体的な施策が、教授会などの審

議・承認を得、実施に移されていく((備備付付--9933～～110077))。 
 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞  
なし  

 
＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞  
なし
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［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

＜根拠資料＞

備付資料 監査報告書【令和 年度】、 評議委員会議事録【令和 年度】、

財産目録及び計算書類

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 監事は、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について適

宜監査している。 
（2） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況につ

いて、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている。 
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いて、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理
事会及び評議員会に提出している。 

 
＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞
監事は、現在 2 名（非常勤）であり、寄附行為第 7 条の定めに基づき、学園の理事、

職員（学長（校長）、教員その他の職員を含む）又は評議員以外の者で理事会において

選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て理事長が選任している。  
毎月開催される常任理事会に原則出席し、審議事項や運用資産の報告を聞いて、必

要に応じて意見を述べている。  
監査法人による期中監査実施期間中にも、随時来校し、監査法人から監査の状況や

問題点などを聴取するとともに、毎年度決算終了後の 6 月初旬に監査法人が監査の指
摘事項の説明を行う監査報告会にも出席し、監査法人からの指摘事項があった場合に

も状況等について詳細に把握している。  
このようにして、学園の業務および財産の状況ならびに理事の業務執行状況を監査

しており、毎会計年度に監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 ヶ月以内に理事
会および評議員会へ提出している。  
また、毎年文部科学省主催で開催される「監事研修会」に出席して、監事の役割の重

要性を再認識している。  
学校法人の内部管理を補強し、監事の監査をサポートできるよう、法人本部事務局

内に内部監査担当部長を配置している（（備備付付--111100））。 
 
［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問

機関として適切に運営している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織してい

る。 
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（2） 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。  

＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞
評議員会は、寄附行為第 18 条および第 22 条に基づき、学識経験者や卒業生から選

任された理事の定数の 2 倍を超える 25 名の評議員で構成されている。  
評議員会は通常年 5 回開催され、寄附行為第 20 条に基づき理事会の諮問機関とし

て、次の事項に関して諮問を受け、意見具申を行っている（（備備付付--111133））。 
評議員は、学園関係者が過半数を占めており法令順守できている。  
下記に定める諮問事項については、あらかじめ評議員会の意見を聴いている。  
1. 予算及び事業計画 
2. 事業に関する中期的な計画 
3. 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本
財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分  

4. 役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の
利益及び退職手当をいう。）の支給基準  

5. 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 
6. 寄附行為の変更 
7. 合併 
8. 目的たる事業の成功の不能による解散  
9. 寄附金品の募集に関する事項 

10. 学則の制定及び変更 
11. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。  
なお、監事の選任に当たっては、評議員会の同意を得ている。また、毎年度理事長より

決算および事業報告を受けている。

［区分 基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情

報を公表・公開して説明責任を果たしている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。 
（2） 私立学校法に定められた情報を公表・公開している 

＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞
情報公開に関しては、教育情報については学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づ

き、財務情報（収支計算書、貸借対照表、事業報告書等）については、私立学校法第 47
条に基づき四條畷学園および四條畷学園短期大学のウェブサイトに掲載し、一般に公

表・公開している（（備備付付--8811））。 
1．教育情報 
①教育研究上の目的、組織に関する情報  
②教育課程に関する情報 
③教員に関する情報  
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④卒業要件等に関する情報  
⑤学生納付金に関する情報  
⑥学生に関する情報  
⑦学習環境に関する情報 
⑧学生支援等に関する情報  
 

 2．財務情報 
①財産目録 
②貸借対照表 
③資金収支計算書  
④資金収支内訳表  
⑤活動区分資金収支計算書  
⑥事業活動収支計算書  
⑦事業活動収支内訳表  
⑧事業活動収支計算書の財務分析  
⑨監査報告書（監事）  
⑩監査法人監査報告書（監査法人）  
⑪中期計画 
⑫事業報告書 

 
 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞  
なし  

 
＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞  
なし  

 
 
＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善状況・改善計画＞  
 
 
今回の自己点検・評価の課題についての改善計画

なし 
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3．各学科の振り返り 
 
＜＜保保育育学学科科＞＞

令和 5 年度はコロナ感染症が 2 類から 5 類へと引き下げられたこともあり、コロナ
禍以前の学校生活が戻りつつある。しかしながら、前年度は定員数を確保できていた

のが、その数が大幅に減り、78 名の入学生となった。このことは、学科として改めて
この現状を認識すると共に、学生募集に関する意識を高め、より良き保育者養成に務

めなければならないスタートとなった。  
授業に関しては年間を通じてコロナ感染した学生は若干数いたものの、授業形態は

完全対面授業に戻ることができた。  
保育・教育実習に関しては、実習前後の授業を通じて「コロナ感染予防」について今

年度も「保育・教育実習にかかわる新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドライン」

を活用し、感染予防等の学修を徹底した。実習前後の学生の健康管理について昨年度

までは「健康観察シート」を実習開始 1 ヶ月前から実習終了後の 2 週間までの体調・
検温チェックを実施していたが、今年度は実習開始 2 週間前から実習終了時までと期
間短縮を図った。また、「PCR 検査」及び「抗原検査」実施については昨年度と同様に
実習先からの依頼があった場合に学内で対処することにしたが、年間を通じて実習先

からの検査については、保育実習の施設実習先から一部依頼があった程度となった。  
本実習での感染に関しては、一部学生が感染し実習日程が当初から変更となったケ

ースや、実習先の利用児の感染等による実習日程の変更があったが、すべの実習に関

しては、実習辞退もなく、予定していた学生が年度内にすべて実習完了できた。  
また、実習関連で個人情報保護の重要性が高まる昨今、「実習要件」の見直しを実施

し、個人情報保護に関する規定改正を行った。これにより、学生への事前・事後指導を

より一層強化した。 
学生支援については、今年度も対面によるクラス担任との面談を前期 5 月半ばより

実施し、いち早く学生の状況を把握し、心身両面へのフォローアップを図ることを目

的に実施した。しかしながら大変残念な結果となったのが、入学者数が減少した上に 1
年生が年度末までに 6 名も退学等になったことである。1 名の除籍を除き、他の 5 名
の退学理由は「進路変更」が 3 名である。元々、強い動機で保育を目指したわけでな
いとの理由であった。高校 3 年時の進路決定で、間際まで苦悩した末、学生本人の気
持ちが定まらないままの進学であったことが今回も学生面談を通じて明らかになった。

入学を許可した限りは、例えその様な動機が固まっていなくても、学生に寄り添い、保

育への動機を再構築させていくのも求められる役割である。今後も、不安定な動機で

入学する学生もいると想定されるので、早期発見対応に細心の注意を払う必要がある。 
次に資格取得状況についてである。本学の入学理由の最上位に「多くの資格が取得

できるから」がある。保育士、幼稚園教諭二種免許の国家資格をはじめ、11 もの資格・
免許取得を目指せるような受け入れ体制である。まず、保育士、幼稚園教諭二種免許取

得状況であるが、令和 6（2024）年 3月卒業生 95名中、保育士資格取得は 84名（88.4%）、
幼稚園教諭二種免許取得は 85 名（89.5%）であり、卒業生全員とはいえなくも、9 割
近くの卒業生が国家資格を取得できている。その他、取得が高率となっているのが、
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「社会福祉主事任用資格」取得が 95 名(100.0%)と卒業生が全員取得している。次に高

いのが「認定ベビーシッター」である。76 名(80.0%)取得している。オプション資格で

最も人気のある「幼児体育指導者検定 2 級」は 74 名(77.9%)、協会試験がある「こど

も環境管理士 2 級」は 29 名((30.5％)※2023 年度は 26 名受験 22 名合格（合格率 84.6%）

となっている。2022 年度入学生が 10 の資格・免許（2022 年度入学生は 10 の資格・

免許）の取得個数は平均「6.0」となっており、2 年間で国家資格である保育士・幼稚

園教諭二種免許取得する相当な努力を必要とするが、それ以外に平均 4 個の資格・免

許を取得している学生の努力は評価に値する。  
次に 11 の資格・免許以外に本学のオリジナル資格である「保育のソムリエ」取得状況を

みると、昨年度から徐々に従来予定していた 4 つのソムリエについて、各担当教員が授業

や昼休みを活用してソムリエ「初級」、「中級」クリアできるように働きかけた。年度初め

には 2 年生全体の場で、入学後 1 年間の取得状況を披露し、特に上位者については氏名を

公表し、全体のモチベーション向上に努めた。  
最後に地域･社会貢献活動である。6 年目を迎えた四條畷市との連携事業は、年間活動回

数は連携事業を開始して以降、最高回数の 28 回となった。今年度は保育現場からの要望

として、「支援が必要な子どもへの対応」をキーワードに心理・障がい専門の教員がこども

園、保育所及び児童発達支援センターに足を運び、担当職員への助言指導を積極的に行っ

た。さらには全国保育士養成協議会の助成研究承認を受け、年齢別に保育現場のクラスを

訪問し、「運動遊び」の実践研究の協力を得ることができた。  
また、連携事業の発展系として、高校からの要望で保育に関心がある生徒に対し、保育

現場の実際を経験させてもらう企画を持ち込み、行政を通じて 4 園の保育施設へ延べ 80
名超える受け入れを実現させた。総合学園である本学の特色を最大限に生かすため、短期

大学だけでなく、高校も地域貢献に繋がる取り組みができたのは有意義な取り組みであっ

たといえる。 
行政の担当者との合い言葉はこの連携事業を「細く長く」取り組んでいくというコンセ

プトを胸に刻んで今後も連携を深めていきたい。  
令和 6 年度を迎えるにあたり、入学者数が 64 名と今年度よりさらに減少したことは大

変厳しい状況が深刻化していることを如実に表している。この窮状を打開するために養成

校に求められるのは、「保育者の魅力」をいかに世間一般に浸透させるかにかかっている。

未来を担う子どもたちの保育・教育の灯りをこれ以上消失させないアクションが必要不可

欠となる。「保育者の魅力」づくりを確固たるものとして実現するために邁進するだけであ

る。 
 
＜＜ラライイフフデデザザイインン総総合合学学科科＞＞

令和 5 年度は、ほとんどコロナ禍以前の日常を取り戻した 1 年であり、学生の学習

機会の充実を図ることができた。1 年生も入学当初から対面授業での教務ルールやラ

イフ式立礼など、本来入学直後に身につけるべきルールやルーティンを身につける機

会に恵まれ、順調なスタートを切ることができた。オフィス面談なども対面で時間制

限なく実施することで学生の満足度を高めることにつながった。  
ライフデザイン総合学科は、多くの資格称号の取得が魅力の学科であり、学科の教
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た。さらには全国保育士養成協議会の助成研究承認を受け、年齢別に保育現場のクラスを

訪問し、「運動遊び」の実践研究の協力を得ることができた。  
また、連携事業の発展系として、高校からの要望で保育に関心がある生徒に対し、保育

現場の実際を経験させてもらう企画を持ち込み、行政を通じて 4 園の保育施設へ延べ 80
名超える受け入れを実現させた。総合学園である本学の特色を最大限に生かすため、短期

大学だけでなく、高校も地域貢献に繋がる取り組みができたのは有意義な取り組みであっ

たといえる。 
行政の担当者との合い言葉はこの連携事業を「細く長く」取り組んでいくというコンセ

プトを胸に刻んで今後も連携を深めていきたい。  
令和 6 年度を迎えるにあたり、入学者数が 64 名と今年度よりさらに減少したことは大

変厳しい状況が深刻化していることを如実に表している。この窮状を打開するために養成

校に求められるのは、「保育者の魅力」をいかに世間一般に浸透させるかにかかっている。

未来を担う子どもたちの保育・教育の灯りをこれ以上消失させないアクションが必要不可

欠となる。「保育者の魅力」づくりを確固たるものとして実現するために邁進するだけであ

る。 
 
＜＜ラライイフフデデザザイインン総総合合学学科科＞＞

令和 5 年度は、ほとんどコロナ禍以前の日常を取り戻した 1 年であり、学生の学習

機会の充実を図ることができた。1 年生も入学当初から対面授業での教務ルールやラ

イフ式立礼など、本来入学直後に身につけるべきルールやルーティンを身につける機

会に恵まれ、順調なスタートを切ることができた。オフィス面談なども対面で時間制

限なく実施することで学生の満足度を高めることにつながった。  
ライフデザイン総合学科は、多くの資格称号の取得が魅力の学科であり、学科の教
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育目標、学修成果にも定めているように、その取得への努力を通して自己の適性を磨

きライフデザインを描き進路を見つけていく。自己実現への第一歩である検定試験が

昨年度同様今年度も外部団体の検定試験は軒並み実施された。対面での個別指導の実

施により、診療請求事務能力認定試験合格者 1 名や秘書検定 1 級を 5 年ぶりにしかも
過去最高の 2 名輩出することができた。またパソコンの Word 文書処理技能認定試験
1 級では 13 名が合格した。 
新たな取り組みとしては、従来の 6 つのエリア（IT、ビジネス、ファッションビジ

ネス、医療事務、食・健康、心理・パフォーミングアーツ）を平成 30 年度以来 6 年ぶ
りに 7 つのエリア（IT、ビジネス、ファッションビジネス、医療事務、食・健康、心
理学、ダンスパフォーマンス）に再編した。これはエリアの学びの専門性をより高め学

生の学修成果に資することを目的としたものである。  
また、新たな資格・称号として、「こども食物アレルギー実務課程修了証」「菓子検定

3 級」「医事コンピュータ技能検定試験 3 級」「医事コンピュータ技能検定試験２級」を
導入した。これらを従来からの資格・称号に加えることによって、社会的ニーズや学生

の学びの幅を広げることに、より一層対応できることを目指した。  
また、就職活動も教職員一丸となり連携・指導し、結果として高い就職実績と進学実

績を残すことができた。  
また、地元大東市が手掛ける公民連携基本計画に基づき、次世代につながる住宅地

域の再生事業、「morineki プロジェクト」（市営住宅跡地に借り上げ公営住宅、民間賃
貸住宅、生活利便施設等の整備）に参画している事業推進企業である（株）ノースオブ

ジェクトと令和 3 年 3 月に連携協定を結び、多方面で地域の発展と地域に貢献できる
人材育成に寄与することを確認した。多方面での連携を通じて、学生と地域を、学びを

通して繋ぎ、得られた学修成果をとおして、学科の教育目標の達成、高等教育機関とし

ての地域社会に対して貢献することを期している。これまでに、北欧風レストランで

提供するメニュー開発、（株）ノースオブジェクトに加えてカゴメ株式会社、本学、大

東市が連携した取り組みとして野菜不足解消に向けての「一緒に Smail プロジェクト」
でのスムージーの開発、大東市の公民連携基本計画による、住宅再生事業、「morineki
プロジェクト」に基づく街「morineki」の街びらき 1 周年にあわせてのスムージーの
販売などの実績がある。令和 5 年度は住宅再生事業、「morineki プロジェクト」に基
づく街「morineki」の街びらき 3 周年祭に学科の 1 年生全員で参加した。  
また、地元企業との連携として、地元企業でのインターンシップの受け入れが少し

ずつ拡大している。インターンシップを通じて地元の企業を知ることができた。学び

の場を地域の企業に替え、そこにおいて学びを深めるという、産学協同の学びの実現

である。短大は、地域の企業とともに学生を育て、地域に貢献する人材を育成してい

く。学生は学内で学び、さらに地域で学びを深め、成果を地域に還元していく。育てて

くれた地域への貢献という名の「報恩感謝」である。それは本学の建学の精神の具現化

であるといえる。 
今後ともライフデザイン総合学科は、学内の学びを充実させるとともに、地域とと

もに歩み、地域と連携したアクティブラーニングを通して、学生を社会有為な存在と

して育成していく。  
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Ⅰ 教職課程の現況及び特色

 
１ 現況 
（１）大学名：四條畷学園短期大学 保育学科 
（２）所在地：大阪府大東市学園町 6-45 
（３）学生数及び教員数（令和 6 年 5 月 1 日現在） 

学生数：136 名 
教員数：9 名 

（内、教育委員会との交流人事 0 人） 
 
２ 特色 
本学園は、大正 15 年（1926 年）、創立者牧田宗太郎、環（たまき）兄弟が亡き母に対す

る報恩感謝の念を表すために四條畷高等女学校を設立したことに始まる。母の慈愛に感謝

し、その恩に報いるために女子教育という社会貢献に身を投じた創立者の強い思いは、本

学の建学の精神「報恩感謝」に込められ、さらに教育理念「人をつくる」に結実している。

現在は保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学を有する総合学園と

なっている。 
短期大学は、昭和 39 年（1964 年）家政科の単科短期大学として開学し、昭和 47 年（1972

年）に児童教育学科を増設、課程認定を受けた。以来、幼児教育学科、現在の保育学科と

名称変更を経ながら半世紀に渡って教育者を輩出し続けている。園長や主任等管理職とし

て活躍する卒業生も少なくなく、後進の育成においても貢献している。  
保育学科は、幼稚園教諭（二種）教職課程において、現代社会や地域の多様なニーズに

対応できる専門的知識と技能を習得し、それを実践する力を持った質の高い教育者、保育

者の養成に努めている。また、子どもに豊かな情操を育むことができる技能と感性を養う

ため音楽・造形・身体表現に関する授業科目を充実させ、さらに人間性豊かでコミュニケ

ーション力のある教育者を目指し、授業内外で「なわたん STYLE」を合言葉に学生が自ら
の振る舞いを振り返る機会を設けて人間性の涵養にも取り組んでいる。  
保育士養成課程を併修するカリキュラムのため、乳児の発達や保健、福祉の知識と技能

も備えた保育教諭として、認定こども園への就労も可能となっている。  
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Ⅱ 基準領域ごとの自己点検評価

 
基基準準領領域域１１ 教教職職課課程程にに関関わわるる教教職職員員のの共共通通理理解解にに基基づづくく協協働働的的なな取取組組みみ   
（（１１））基基準準項項目目 11－－11 教教職職課課程程教教育育にに対対すするる目目的的・・目目標標をを共共有有   
（（２２））基基準準項項目目 11－－22 教教職職課課程程にに関関すするる組組織織的的工工夫夫   
 
［状況説明］ 
育成を目指す教育者像は、保育学科の教育目標および学修成果に具体的に明示されてい

る。それらは、「学生便覧」「履修の手引き」により学生、教職員間で周知され共有されて

いる。さらに教職員においては、「シラバスの作成ガイドライン」「教務必携」「非常勤講師

の手引き」により共有に努めている。 
科目を担当するにあたり十分な教育研究業績を有する教員および現場教員を適切に配置

し、事務職員との協働体制を構築している。教職課程の学修成果については、本学のアセ

スメント・ポリシーに基づき定期的に自己点検・評価を組織的に行っている。 
 
［長所・特色］ 
実習依頼や調整、学生とのやり取りなど特に実習に係る業務において事務職員との協働

は欠かせないものとなっており、保育士として現場経験のある担当事務職員が実習委員会

に参画し役割を果たしている。 
音楽・造形・身体表現に関する授業科目のための設備として、体育館、グリムホール、

合奏室、合唱室、ピアノの個人レッスン室（21 室）、木工室、絵画室を備えている。  
教育課程の質的向上のための FD・SD の取り組みとして、半期毎に「授業評価アンケー

ト」、年毎に「授業についての満足度調査」を実施し、前者の結果に関しては各授業担当教

員、後者は保育学科長による報告書を求め、科目レベル、教育課程レベルの改善につなげ

ている。また、非常勤講師含む教職員合同の研修会を毎年実施し、それぞれの教育業務改

善に役立てている。さらに、教職課程の内容の検討に向けて、今年度初めて、卒業生を対

象とした「卒業生アンケート」も実施した。 
 
＜根拠となる資料・データ等＞ 
1－1－1 学則、1－1－2 学生便覧、1－1－3 履修の手引き、1－1－4 シラバスの作

成ガイドライン、1－1－5 教務必携、1－1－6 非常勤講師の手引き 
1－2－1 学修成果の評価に関する方針（アセスメント・ポリシー）、1－2－2 学修成果

を焦点した向上・充実のための査定（アセスメント）と PDCA、1－2－3 授業評価アン

ケート、1－2－4 授業についての満足度調査、1－2－5 FD・SD 研修会受講アンケー
ト報告、1－2－6 卒業生アンケート  
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Ⅱ 基準領域ごとの自己点検評価

 
基基準準領領域域１１ 教教職職課課程程にに関関わわるる教教職職員員のの共共通通理理解解にに基基づづくく協協働働的的なな取取組組みみ   
（（１１））基基準準項項目目 11－－11 教教職職課課程程教教育育にに対対すするる目目的的・・目目標標をを共共有有   
（（２２））基基準準項項目目 11－－22 教教職職課課程程にに関関すするる組組織織的的工工夫夫   
 
［状況説明］ 
育成を目指す教育者像は、保育学科の教育目標および学修成果に具体的に明示されてい

る。それらは、「学生便覧」「履修の手引き」により学生、教職員間で周知され共有されて

いる。さらに教職員においては、「シラバスの作成ガイドライン」「教務必携」「非常勤講師

の手引き」により共有に努めている。 
科目を担当するにあたり十分な教育研究業績を有する教員および現場教員を適切に配置

し、事務職員との協働体制を構築している。教職課程の学修成果については、本学のアセ

スメント・ポリシーに基づき定期的に自己点検・評価を組織的に行っている。 
 
［長所・特色］ 
実習依頼や調整、学生とのやり取りなど特に実習に係る業務において事務職員との協働

は欠かせないものとなっており、保育士として現場経験のある担当事務職員が実習委員会

に参画し役割を果たしている。 
音楽・造形・身体表現に関する授業科目のための設備として、体育館、グリムホール、

合奏室、合唱室、ピアノの個人レッスン室（21 室）、木工室、絵画室を備えている。  
教育課程の質的向上のための FD・SD の取り組みとして、半期毎に「授業評価アンケー

ト」、年毎に「授業についての満足度調査」を実施し、前者の結果に関しては各授業担当教

員、後者は保育学科長による報告書を求め、科目レベル、教育課程レベルの改善につなげ

ている。また、非常勤講師含む教職員合同の研修会を毎年実施し、それぞれの教育業務改

善に役立てている。さらに、教職課程の内容の検討に向けて、今年度初めて、卒業生を対

象とした「卒業生アンケート」も実施した。 
 
＜根拠となる資料・データ等＞ 
1－1－1 学則、1－1－2 学生便覧、1－1－3 履修の手引き、1－1－4 シラバスの作

成ガイドライン、1－1－5 教務必携、1－1－6 非常勤講師の手引き 
1－2－1 学修成果の評価に関する方針（アセスメント・ポリシー）、1－2－2 学修成果

を焦点した向上・充実のための査定（アセスメント）と PDCA、1－2－3 授業評価アン

ケート、1－2－4 授業についての満足度調査、1－2－5 FD・SD 研修会受講アンケー
ト報告、1－2－6 卒業生アンケート  

99 
 

基基準準領領域域２２ 学学生生のの確確保保・・育育成成・・キキャャリリアア支支援援   
（（１１））基基準準項項目目 22－－11 教教職職をを担担ううべべきき適適切切なな人人材材（（学学生生））のの確確保保・・育育成成   
（（２２））基基準準項項目目 22－－22 教教職職へへののキキャャリリアア支支援援   
 
［状況説明］ 
本学教職課程で学んでほしい学生像は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシ

ー）に明確に示され、「大学案内」「学生募集要項」、ウェブサイト、オープンキャンパス等

で周知している。高等学校の進路ガイダンスや模擬授業等に教職員が出向き、高校生およ

び進路指導担当教諭に直接説明する機会も設けている。入学者選抜は、入学者受入れの方

針に対応した方法で多面的、総合的評価を行い適切に実施されている。また、アドミッシ

ョン・ポリシーについて、継続的に内容の検討を行い、令和 7 年度入学試験から新アドミ
ッション・ポリシーを導入している。なお、令和 5 年卒業生の 89.5％が幼稚園教諭免許を
取得し、そのうち 60.0％が幼稚園・認定こども園に就職している。 
 
［長所・特色］ 
入学予定者には入学前学習として、教育・保育・福祉関連の推薦図書の読書感想文を課

し、入学後の提出を求めている。さらに入学前ピアノレッスンや保育内容・実習に関する

入学前授業を実施し、教職課程の学びに対するモチベーションを高めている。  
教職へのキャリア支援を授業内外で行っている。授業科目として「キャリアと教養」を

1 年次後期に配置し、自己分析や模擬面接、社会人としての心得やコミュニケーション等
の学習を通して教育者に必要な資質・能力の向上を図っている。授業外では「就職ガイダ

ンス」や「就職講座」、「就職個人面談」を実施し、個々の学生のニーズに基づいた適切な

助言指導を行っている。2 年次後期には履修カルテを活用した個人面談で学修状況に応じ
たきめ細やかな指導を行い、就職先未定の学生には就職委員会・キャリアセンターとも連

携し、支援につなげている。公立幼稚園（認定こども園、保育所）への就職を目指す学生

には 1 年次後期より公務員講座受講を指導してきている。（令和 5 年度は 1 名が 1 自治体
に合格）「就職ガイダンス」や「就職講座」に卒業生をパネリストとして招き、就職活動の

体験談や教職のやりがい等を語ってもらうなど、卒業生との協力体制を構築している。  
 
＜根拠となる資料・データ等＞ 
2－1－1 大学案内、2－1－2 学生募集要項、2－1－3 高等学校の進路指導担当の先生

方から意見聴取記録、2－1－4 保育学科入学前ピアノ実技・入学前授業資料、2－1－5
実習の手引き 
2－2－1 資格取得状況表、2－2－2 資格・免許を活かした就業率（保育学科）、2－2－
3 就職指導スケジュール 
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基基準準領領域域３３ 適適切切なな教教職職課課程程カカリリキキュュララムム   
（（１１））基基準準項項目目 33－－11 教教職職課課程程カカリリキキュュララムムのの編編成成・・実実施施   
（（２２））基基準準項項目目 33－－22 実実践践的的指指導導力力養養成成とと地地域域ととのの連連携携   
 
［状況説明］ 
履修年次ごとの科目群を明示し、二年間の学びのプロセスを可視化した「カリキュラム・

マップ」および「授業科目ナンバリング」を作成し、各科目間の系統性の確保を図ってい

る。該当科目のシラバスを教学委員等がチェックし、コアカリキュラムに対応した授業が

実施されているか確認している。ICT を活用した授業をスムーズに展開するために学内の
無線 LAN の拡充を進め、令和 5 年度にはすべての教室で利用可能となった。 
地域との連携については、平成 30 年四條畷市と「乳幼児教育・保育分野に関する連携協

定」を締結し、実習・就職、相互研鑽、共同研究等の協働に取り組んでいる。  
 
［長所・特色］ 
「教職実践演習」（保育・教職実践演習（幼））では系列幼稚園と連携し、園長の講話や

幼児観察を行っている。事例検討やロールプレイを取り入れ、アクティブ・ラーニングを

促すよう努めている。「履修カルテ」は個人指導のほか、学年全体のデータを統計的に処理

し教師に必要な資質・能力における本学学生の強み・弱みの把握に活用し、授業内容の充

実・改善に活かしている。 
様々な体験機会として、「ボランティア活動」を正課授業として開講しているほか、節電・

省エネの啓発、ペットボトルのキャップ収集等のエコ活動を行っている。こどもミュージ

カルや樟葉祭はコロナ禍で中止および縮小を余儀なくされたが、令和 5 年度より徐々に以
前の取り組みに戻りつつあり、学内行事やサークル活動も地域の子どもや保護者と触れ合

うことができる貴重な教育の機会と捉えている。実践的指導力の養成に関しては「幼児体

育指導者２級」「こども環境管理士 2 級」「こども音楽療育士」「認定ベビーシッター」「認
定ピアヘルパー」といった近接領域の資格取得を支援しており、現場の多様なニーズに応

えることができる教育者の育成を目指している。令和 5年度入学生より新たな資格称号「こ
ども食物アレルギー実務課程修了証」を導入した。 
また、遊びを通して様々なことを学ぶ幼児期の特性をふまえ、「保育のソムリエ認定」を

独自に設けている。絵本や手遊び、造形、伝承遊びなどの幼児の発達や保育のねらいに応

じて活用できる「遊び（教材）の引き出し」を増やし、実践的指導力の向上を図る取り組

みである。 
教職必修科目の履修状況、事前指導における出席・手続書類等の提出状況が著しく不良

な場合は、教育実習の履修が中止となる実習要件を定めている。実習指導の授業開始前に

毎回「なわたん Style 手帖」を開き、自身の生活や学習態度を振り返る時間を設け、実習
に臨む心構えについての指導も重視している。  
 
＜根拠となる資料・データ等＞ 
3－1－1 履修の手引き 
3－2－1 実習の手引き、3－2－2 保育のソムリエノート、3－2－3 なわたん Style 手
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幼児観察を行っている。事例検討やロールプレイを取り入れ、アクティブ・ラーニングを

促すよう努めている。「履修カルテ」は個人指導のほか、学年全体のデータを統計的に処理

し教師に必要な資質・能力における本学学生の強み・弱みの把握に活用し、授業内容の充

実・改善に活かしている。 
様々な体験機会として、「ボランティア活動」を正課授業として開講しているほか、節電・

省エネの啓発、ペットボトルのキャップ収集等のエコ活動を行っている。こどもミュージ

カルや樟葉祭はコロナ禍で中止および縮小を余儀なくされたが、令和 5 年度より徐々に以
前の取り組みに戻りつつあり、学内行事やサークル活動も地域の子どもや保護者と触れ合

うことができる貴重な教育の機会と捉えている。実践的指導力の養成に関しては「幼児体

育指導者２級」「こども環境管理士 2 級」「こども音楽療育士」「認定ベビーシッター」「認
定ピアヘルパー」といった近接領域の資格取得を支援しており、現場の多様なニーズに応

えることができる教育者の育成を目指している。令和 5年度入学生より新たな資格称号「こ
ども食物アレルギー実務課程修了証」を導入した。 
また、遊びを通して様々なことを学ぶ幼児期の特性をふまえ、「保育のソムリエ認定」を

独自に設けている。絵本や手遊び、造形、伝承遊びなどの幼児の発達や保育のねらいに応

じて活用できる「遊び（教材）の引き出し」を増やし、実践的指導力の向上を図る取り組

みである。 
教職必修科目の履修状況、事前指導における出席・手続書類等の提出状況が著しく不良

な場合は、教育実習の履修が中止となる実習要件を定めている。実習指導の授業開始前に

毎回「なわたん Style 手帖」を開き、自身の生活や学習態度を振り返る時間を設け、実習
に臨む心構えについての指導も重視している。  
 
＜根拠となる資料・データ等＞ 
3－1－1 履修の手引き 
3－2－1 実習の手引き、3－2－2 保育のソムリエノート、3－2－3 なわたん Style 手
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帖 
Ⅲ 今後の教職課程教育・運営の課題 
 
①授業担当者間で本学の教育目標および幼稚園教諭に求められる資質能力の共通理解を図

り、再課程認定を受けた授業（コアカリキュラム対応）の確実な実施をより一層進めてい

く。 
②ICT を活用した授業を支援するため研修会等について、教学委員会（FD・SD 活動）と
協働し、検討する。 
③教職へのキャリア支援について、「キャリアと教養」の授業と「就職講座」、およびキャ

リアセンターの連携、役割分担等、より効果的な支援となるよう検討を進める。  
④実習協力園（指定園）との教育目的の共有や近隣の教育委員会等と幅広く連携を図るこ

とも視野に入れ、実践的指導力向上にさらに努める。  
 
以上 
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現況基礎データ票 （令和 年 月 日現在）

設置者 
学校法人 四條畷学園 

大学・学部名称 
四條畷学園短期大学 

学科やコースの名称（必要な場合） 
保育学科 

１．卒業者数、教員免許取得者数、教員採用者数等 

① 昨年度卒業者数 95 名 

② ①のうち、就職者数（企業、公務員等含む） 84 名 

③ ①のうち、教員免許取得者の実数 85 名 

④ ②のうち、教職に就いた者の数 
（正規採用＋臨時的任用の合計数） 

51 名 

④ ④のうち、正規採用者数 51 名 

⑤ ④のうち、臨時的任用者数 0 名 

２．教員組織 

 教授 准教授 講師 助教 
その他（客員教

授） 

教員数 4 名 2 名 3 名 0 0 名 
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